
消 防 予 第 ３ ８ ８ 号

平成２４年１０月１９日

各 都 道 府 県 知 事

殿

各 指 定 都 市 市 長

消 防 庁 次 長

消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について

消防法施行令の一部を改正する政令（平成２４年政令第２６２号。以下「改正令」とい

う。）、消防法施行規則等の一部を改正する省令（平成２４年総務省令第９１号。以下

「改正規則等」という。）及び消防法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係告示の整

理に関する告示（平成２４年消防庁告示第１２号。以下「整理告示」という。）が平成２

４年１０月１９日に公布され、消防法の一部を改正する法律（平成２４年法律第３８号。

以下「改正法」という。）に併せて施行されることとなりました。

今回の改正は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）の一部改正に伴い、統括防火管理

者の資格要件及び責務等を定めるほか、型式適合検定の方法を定める等所要の規定の整備

を行ったものです。

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各

都道府県知事にあっては、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨周知されるようお願

いします。

記

第一 統括防火管理者に関する事項

１ 統括防火管理者の資格に関する事項

統括防火管理者の資格を有する者は、次に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞ

れに定める者で、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂

行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たす

ものとしたこと。

(1) 次に掲げる防火対象物 甲種防火管理講習の課程を修了した者、大学若しくは高

等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科若しくは課程を修めて卒

業し、かつ、１年以上防火管理の実務経験を有する者、市町村の消防職員で、管理

的若しくは監督的な職に１年以上あった者又はその他防火管理者として必要な学識

経験を有すると認められるもの（改正令による改正後の消防法施行令（昭和３６年



政令第３７号。以下「令」という。）第４条第１号関係）

ア 高層建築物（(2)アに掲げるものを除く。）

イ 別表第１（６）項ロ及（１６）項イに掲げる防火対象物（（１６）項イに掲げ

る防火対象物にあっては、（６）項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分

が存するものに限る。）のうち、地階を除く階数が３以上で、かつ、収容人員が

１０人以上のもの、別表第１（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）項

イ、ハ及びニ、（９）項イ並びに（１６）項イに掲げる防火対象物（（１６）項

イに掲げる防火対象物にあつては、（６）項ロに掲げる防火対象物の用途に供さ

れる部分が存するものを除く。）のうち、地階を除く階数が３以上で、かつ、収

容人員が３０人以上のもの、別表第１（１６）項ロに掲げる防火対象物のうち、

地階を除く階数が５以上で、かつ、収容人員が５０人以上のもの並びに別表第１

（１６の３）項に掲げる防火対象物（(2)イ、ウ及びエに掲げるものを除く。）

ウ 地下街（(2)オに掲げるものを除く。）

(2) 次に掲げる防火対象物 乙種防火管理講習の課程を修了した者又は(1)に掲げる者

（令第４条第２号関係）

ア 高層建築物で、次に掲げるもの

(ｱ) 別表第１（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）項イ、ハ及びニ、

（９）項イ並びに（１６）項イに掲げる防火対象物（（１６）項イに掲げる防

火対象物にあっては、（６）項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が

存するものを除く。）で、延べ面積が３００平方メートル未満のもの

(ｲ) 別表第１（５）項ロ、（７）項、（８）項、（９）項ロ、（１０）項から

（１５）項まで、（１６）項ロ及び（１７）項に掲げる防火対象物で、延べ面

積が５００平方メートル未満のもの

イ 別表第１（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）項イ、ハ及びニ、

（９）項イ並びに（１６）項イに掲げる防火対象物（（１６）項イに掲げる防火

対象物にあっては、（６）項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存す

るものを除く。）のうち、地階を除く階数が３以上で、かつ、収容人員が３０人

以上のもので、延べ面積が３００平方メートル未満のもの

ウ 別表第１（１６）項ロに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が５以上で、

かつ、収容人員が５０人以上のもので、延べ面積が５００平方メートル未満のも

の

エ 別表第１（１６の３）項に掲げる防火対象物（（６）項ロに掲げる防火対象物

の用途に供される部分が存するものを除く。）で、延べ面積が３００平方メート

ル未満のもの

オ 地下街（（６）項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを

除く。）で、延べ面積が３００平方メートル未満のもの

２ 統括防火管理者の資格を有する者であるための要件に関する事項

１の総務省令で定める要件は、次に掲げるものとしたこと。（改正規則等による改

正後の消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号。以下「規則」という。）第３条



の３関係）

(1) 管理権原者から、それぞれが有する権限のうち、必要な権限を付与されているこ

と。

(2) 管理権原者から、業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容につい

て十分な知識を有していること。

(3) 管理権原者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況等について説明を

受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

３ 統括防火管理者の責務に関する事項

(1) 統括防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物の全体につ

いての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なけれ

ばならないこととしたこと。（令第４条の２第１項関係）

(2) 統括防火管理者は、(1)の消防計画に基づいて、消火、通報及び避難の訓練の実施、

当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該

防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わなければならないことと

したこと。（令第４条の２第２項関係）

(3) 統括防火管理者は、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行うと

きは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、

誠実にその職務を遂行しなければならないこととしたこと。（令第４条の２第３項

関係）

４ 防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画に関する事項

(1) ３(1)の総務省令で定めるものとして、次に掲げる事項について、防火対象物の全

体についての消防計画を作成し、管理権原者の確認を受けて、所轄消防長等に届け

出なければならないこととしたこと。（規則第４条第１項関係）

ア 防火対象物における各管理権原者の当該権原の範囲に関すること

イ 防火対象物の全体についての防火管理業務の一部が委託されている場合におけ

る受託者の氏名、業務の範囲等に関すること

ウ 消火、通報及び避難の訓練等の定期的な実施に関すること

エ 廊下、階段、避難口等の避難施設の維持管理等に関すること

オ 火災、地震等が発生した場合における消火活動等に関すること

カ 火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造等の情報提供等に関すること

キ その他必要な事項

(2) 大規模地震対策特別措置法の規定により地震防災対策強化地域として指定された

地域の統括防火管理者が定める消防計画の内容を規定したこと。（規則第４条第２

項関係）

(3) 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の規定により推

進地域として指定された地域の統括防火管理者が定める消防計画の内容を規定した

こと。（規則第４条第４項関係）

(4) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置



法の規定により推進地域として指定された地域の統括防火管理者が定める消防計画

の内容を規定したこと。（規則第４条第６項関係）

５ 統括防火管理者の選任又は解任の届出に関する事項

法第８条の２第４項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様

式第１号の２の２の２の２の届出書によって行うこととしたこと。（規則第４条の２

関係）

第二 統括防災管理者に関する事項

１ 統括防災管理者の資格に関する事項

統括防災管理者の資格を有する者は、次のいずれかに掲げる者で、当該防災管理対

象物の全体についての防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び

知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすものとしたこと。（令第４８

条の２関係）

(1) 甲種防火管理者講習の課程を修了した者又は大学若しくは高等専門学校において

総務大臣の指定する防災に関する学科若しくは課程を修めて卒業し、かつ、１年以

上防火管理の実務経験を有する者で、防災管理に関する講習の課程を修了したもの

(2) 大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を

修めて卒業し、かつ、１年以上防火管理の実務経験を有する者で、さらに１年以上

防災管理の実務経験を有するもの

(3) 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に１年以上あつた者

(4) その他防災管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの

２ 統括防災管理者の資格を有する者であるための要件に関する事項

１の総務省令で定める要件は、統括防火管理者の資格を有する者であるための要件

に関する規定（規則第３条の３）を準用することとしたこと。（規則第５１条の１１

関係）

３ 統括防災管理者の責務に関する事項

(1) 統括防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物の全体

についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出な

ければならないこととしたこと。（令第４８条の３第１項関係）

(2) 統括防災管理者は、(1)の消防計画に基づいて、避難の訓練の実施、当該防災管理

対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防災管理

対象物の全体についての防災管理上必要な業務を行わなければならないこととした

こと。（令第４８条の３第２項関係）

(3) 統括防災管理者は、防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を行

うときは、必要に応じて当該防災管理対象物の管理について権原を有する者の指示

を求め、誠実にその職務を遂行しなければならないこととしたこと。（令第４８条

の３第３項関係）



４ 建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画に関する事項

３(1)の総務省令で定めるものとして、建築物その他の工作物の全体についての防災

管理に係る消防計画に関する事項は、防火対象物の全体についての防火管理に係る消

防計画に関する規定（規則第４条）を準用することとしたこと。（規則第５１条の１

１の２関係）

５ 統括防災管理者の選任又は解任の届出に関する事項

法第３６条第１項において準用する法第８条の２第４項の規定による統括防災管理

者の選任又は解任の届出は、統括防火管理者の選任又は解任の届出に関する規定（規

則第４条の２）を準用することとしたこと。（規則第５１条の１１の３関係）

第三 検定対象機械器具等に関する事項

１ 型式適合検定の方法に関する事項

(1) 型式適合検定の方法は、立会い方式による方法としたこと。ただし、消防庁長官

が定めるものについては、データ審査方式による方法とすることができることとし

たこと。（規則第３４条の５第１項関係）

(2) 型式適合検定は、日本消防検定協会又は登録検定機関が指定した日時、場所で行

うこととしたこと。（規則第３４条の５第２項関係）

２ 立会い方式による型式適合検定の方法に関する事項

立会い方式による型式適合検定の方法については、日本工業規格に基づく抜取検査

方式等により検査を行うこととしたこと。（規則第３４条の６関係）

３ データ審査方式による型式適合検定の方法に関する事項

(1) データ審査方式による型式適合検定を受けようとする者はその旨を申請すること

としたこと。（規則第３４条の７第１項関係）

(2) データ審査方式による型式適合検定を認める要件は、次に掲げるものしたこと。

（規則第３４条の７第２項関係）

ア 直近の立会い方式による型式適合検定において、少なくとも１０回以上連続し

て合格していること。

イ おおむね３ヶ月以内ごとに当該型式係る型式適合検定が行われていること。

ウ 製造工場、事業所等において、品質を確保する管理体制が確立していること。

(3) データ審査方式による型式適合検定を行う場合には、申請者に対してその旨を通

知することとしたこと。（規則第３４条の７第３項関係）

(4) データ審査方式による型式適合検定の手続を定めたこと。（規則第３４条の７第

４項関係）

４ 検定対象機械器具等についての試験に係る申請に関する事項

検定対象機械器具等についての試験に係る申請書等について、製造工程概要調書及



び社内における検査体制に係る調書を追加したこと。（規則第３５条第４項関係）

５ 型式適合検定の申請に関する事項

型式適合検定の申請書について、電磁的方法による場合を追加したこと。（規則第

３９条関係）

第四 自主表示対象機械器具等に関する事項

１ 自主表示対象機械器具等の検査方法及び検査記録に関する事項

(1) 自主表示対象機械器具等の検査方法は、形状等が総務大臣に届け出た設計図書に

適合しているかどうかについて、適切な検査設備及び検査方法により確認すること

としたこと。（規則第４４条第１項関係）

(2) 検査記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとしたこと。（規則第４４条第３

項関係）

ア 自主表示対象機械器具等の種類及び型式

イ 検査に用いた設計図書

ウ 検査の項目、内容及び判定方法

エ 検査を行った年月日及び場所

オ 検査に使用した設備及び測定機器

カ 検査実施者の氏名

キ 検査を行った自主表示対象機械器具等の数量

ク 検査結果

ケ 設計図書、検査設備及び検査方法の変更履歴

(3) 検査記録の保存期間は、検査の日から５年間としたこと。（規則第４４条第４項

関係）

(4) 電磁的方法により検査記録を作成、保存ができることとし、その場合には必要に

応じ電子計算機等を用いて直ちに表示できるようにしなければならないこととした

こと。（規則第４４条第５項関係）

第五 規則別記様式に関する事項

１ 次の(1)から(4)の規則別記様式を改正したこと。

(1) 別記様式第１号の２（規則第３条、第５１条の８関係）

(2) 別記様式第１号の２の２（規則第３条の２、第５１条の９関係）

(3) 別記様式第１号２の２の２の３（規則第４条の２の８関係）

(4) 別記様式第７号（規則第３９条関係）

２ 次の(1)から(3)の規則別記様式を追加したこと。

(1) 別記様式第１号の２の２の２（規則第４条、第５１条の１１の２関係）

(2) 別記様式第１号の２の２の２の２（規則第４条の２、第５１条の１１の３関係）

(3) 別記様式第１号の１２（規則第３９条の７関係）



３ 次の(1)及び(2)の規則別記様式を削除したこと。

(1) 別記様式第１４号（規則第５１条の８関係）

(2) 別記様式第１５号（規則第５１条の９関係）

第六 施行期日等に関する事項

１ 施行期日

(1) 改正令及び整理告示の施行期日

改正令及び整理告示は、平成２６年４月１日から施行することとしたこと。ただ

し、２の一部については平成２５年４月１日から施行することとしたこと。（改正

令附則第１項及び整理告示附則関係）

(2) 改正規則等の施行期日

改正規則等は、平成２５年４月１日から施行することとしたこと。ただし、第一

及び第二は、平成２６年４月１日から施行することとしたこと。（改正規則等附則

関係）

２ その他

関係政令、関係省令及び関係告示について所要の規定の整備を行ったこと。

第七 その他

今回の改正法等の運用については、別途通知する予定であること。



政
令
第
二
百
六
十
二
号

消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
消
防
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
」
を
「
及
び
知
識
を
有
す
る
も
の
と
し
て
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
及
び
第

二
項
と
し
て
次
の
二
項
を
加
え
る
。

防
火
管
理
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を

作
成
し
、
所
轄
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

防
火
管
理
者
は
、
前
項
の
消
防
計
画
に
基
づ
い
て
、
当
該
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練
の
実
施

、
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
、
消
防
用
水
又
は
消
火
活
動
上
必
要
な
施
設
の
点
検
及
び
整
備
、
火
気
の
使
用
又
は
取
扱
い
に



関
す
る
監
督
、
避
難
又
は
防
火
上
必
要
な
構
造
及
び
設
備
の
維
持
管
理
並
び
に
収
容
人
員
の
管
理
そ
の
他
防
火
管
理
上
必
要

な
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
を
第
三
条
の
二
と
す
る
。

第
四
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
統
括
防
火
管
理
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
防
火
対
象
物
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条

の
三
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
統
括
防
火
管
理
者
の
資
格
）

第
四
条

法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で
、
当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め

に
必
要
な
権
限
及
び
知
識
を
有
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
者

イ

法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高
層
建
築
物
（
次
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

前
条
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
次
号
ロ
、
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
下
街
（
次
号
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）



二

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
者

イ

法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高
層
建
築
物
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の

⑴

別
表
第
一
㈠
項
か
ら
㈣
項
ま
で
、
㈤
項
イ
、
㈥
項
イ
、
ハ
及
び
ニ
、
㈨
項
イ
並
び
に

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象



物
（
同
表

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表
㈥
項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る



部
分
が
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

⑵

別
表
第
一
㈤
項
ロ
、
㈦
項
、
㈧
項
、
㈨
項
ロ
、
㈩
項
か
ら

項
ま
で
、

項
ロ
及
び

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物







で
、
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ロ

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ニ

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
別
表
第
一
㈥
項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す

る
も
の
を
除
く
。
）
で
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ホ

法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
下
街
（
別
表
第
一
㈥
項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分

が
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の



（
統
括
防
火
管
理
者
の
責
務
）

第
四
条
の
二

統
括
防
火
管
理
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管

理
に
係
る
消
防
計
画
を
作
成
し
、
所
轄
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

統
括
防
火
管
理
者
は
、
前
項
の
消
防
計
画
に
基
づ
い
て
、
消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練
の
実
施
、
当
該
防
火
対
象
物
の

廊
下
、
階
段
、
避
難
口
そ
の
他
の
避
難
上
必
要
な
施
設
の
管
理
そ
の
他
当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上

必
要
な
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

統
括
防
火
管
理
者
は
、
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
当

該
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
指
示
を
求
め
、
誠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
個
別
検
定
」
を
「
型
式
適
合
検
定
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
」
を
「
及
び
知
識

を
有
す
る
も
の
と
し
て
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
及
び
第
二
項
と
し
て
次
の
二
項
を
加
え

る
。



防
災
管
理
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
防
災
管
理
対
象
物
に
つ
い
て
の
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計

画
を
作
成
し
、
所
轄
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

防
災
管
理
者
は
、
前
項
の
消
防
計
画
に
基
づ
い
て
、
当
該
防
災
管
理
対
象
物
に
つ
い
て
避
難
の
訓
練
の
実
施
そ
の
他
防
災

管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
統
括
防
災
管
理
者
の
資
格
）

第
四
十
八
条
の
二

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
資
格

を
有
す
る
者
は
、
第
四
十
七
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
、
当
該
防
災
管
理
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防

災
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
権
限
及
び
知
識
を
有
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
要

件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

（
統
括
防
災
管
理
者
の
責
務
）

第
四
十
八
条
の
三

統
括
防
災
管
理
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
防
災
管
理
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て

の
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
作
成
し
、
所
轄
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

統
括
防
災
管
理
者
は
、
前
項
の
消
防
計
画
に
基
づ
い
て
、
避
難
の
訓
練
の
実
施
、
当
該
防
災
管
理
対
象
物
の
廊
下
、
階
段

、
避
難
口
そ
の
他
の
避
難
上
必
要
な
施
設
の
管
理
そ
の
他
当
該
防
災
管
理
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
災
管
理
上
必
要
な

業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

統
括
防
災
管
理
者
は
、
防
災
管
理
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
災
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
と
き
は
、
必
要
に
応
じ

て
当
該
防
災
管
理
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
指
示
を
求
め
、
誠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
十
九
条
中
「
第
三
十
六
条
第
六
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
第
四
条
の
二
」
を
「
第
三
条
の
三
、
第
四
条
、
第
四
条
の
二
の
二
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
個
別
検
定
」
を
「
型
式
適
合
検
定
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
条
及
び
別
表
第
三
の
改
正
規
定
並
び
に
次

項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
総
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

２

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
五
十
二
条
第
二
項
第
六
号
中
「
個
別
検
定
」
を
「
型
式
適
合
検
定
」
に
改
め
る
。



理

由

消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
統
括
防
火
管
理
者
の
資
格
要
件
及
び
責
務
等
に
つ
い
て
定
め
る
ほ
か
、

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
表

目

次

１

○

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）

○

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
（
附
則
第
二
項
関
係
）

10
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○

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
防
火
管
理
者
の
資
格
）

（
防
火
管
理
者
の
資
格
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

共
同
住
宅
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
で
、
管
理
的
又
は
監

２

共
同
住
宅
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
で
、
管
理
的
又
は
監

督
的
な
地
位
に
あ
る
者
の
い
ず
れ
も
が
遠
隔
の
地
に
勤
務
し
て
い
る
こ
と
そ

督
的
な
地
位
に
あ
る
者
の
い
ず
れ
も
が
遠
隔
の
地
に
勤
務
し
て
い
る
こ
と
そ

の
他
の
事
由
に
よ
り
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が

の
他
の
事
由
に
よ
り
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
消
防
長
（
消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町
村
に
お
い
て
は
、
市
町

で
き
な
い
と
消
防
長
（
消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町
村
に
お
い
て
は
、
市
町

村
長
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
消
防
署
長
が
認
め
る
も
の
の
管
理
に
つ
い
て
権

村
長
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
消
防
署
長
が
認
め
る
も
の
の
管
理
に
つ
い
て
権

原
を
有
す
る
者
が
、
当
該
防
火
対
象
物
に
係
る
防
火
管
理
者
を
定
め
る
場
合

原
を
有
す
る
者
が
、
当
該
防
火
対
象
物
に
係
る
防
火
管
理
者
を
定
め
る
場
合

に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
防
火
管
理
上
必
要

に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
防
火
管
理
上
必
要

な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
管
理
的
又
は
監
督
的
な
地
位
に

な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
管
理
的
又
は
監
督
的
な
地
位
に

あ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す

あ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す

る
た
め
に
必
要
な
権
限
及
び
知
識
を
有
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

る
た
め
に
必
要
な
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め

る
要
件
を
満
た
す
も
の
」
と
す
る
。

る
要
件
を
満
た
す
も
の
」
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
防
火
管
理
者
の
責
務
）

（
防
火
管
理
者
の
責
務
）

第
三
条
の
二

防
火
管
理
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

第
四
条

防
火
対
象
物
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
作
成
し
、
所
轄
消
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防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

防
火
管
理
者
は
、
前
項
の
消
防
計
画
に
基
づ
い
て
、
当
該
防
火
対
象
物
に

つ
い
て
消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練
の
実
施
、
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備

、
消
防
用
水
又
は
消
火
活
動
上
必
要
な
施
設
の
点
検
及
び
整
備
、
火
気
の
使

用
又
は
取
扱
い
に
関
す
る
監
督
、
避
難
又
は
防
火
上
必
要
な
構
造
及
び
設
備

の
維
持
管
理
並
び
に
収
容
人
員
の
管
理
そ
の
他
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

防
火
管
理
者
は
、
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
と
き
は
、
必
要
に
応

①

防
火
管
理
者
は
、
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
と
き
は
、
必
要
に
応

じ
て
当
該
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
指
示
を
求
め

じ
て
当
該
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
指
示
を
求
め

、
誠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
誠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

防
火
管
理
者
は
、
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
、
消
防
用
水
若
し
く
は
消
火

２

防
火
管
理
者
は
、
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
、
消
防
用
水
若
し
く
は
消
火

活
動
上
必
要
な
施
設
の
点
検
及
び
整
備
又
は
火
気
の
使
用
若
し
く
は
取
扱
い

活
動
上
必
要
な
施
設
の
点
検
及
び
整
備
又
は
火
気
の
使
用
若
し
く
は
取
扱
い

に
関
す
る
監
督
を
行
う
と
き
は
、
火
元
責
任
者
そ
の
他
の
防
火
管
理
の
業
務

に
関
す
る
監
督
を
行
う
と
き
は
、
火
元
責
任
者
そ
の
他
の
防
火
管
理
の
業
務

に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
指
示
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
指
示
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

防
火
管
理
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
防
火
管
理
に
係

る
消
防
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練

を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
統
括
防
火
管
理
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
防
火
対
象
物
）

（
共
同
防
火
管
理
を
要
す
る
防
火
対
象
物
の
指
定

）

第
三
条
の
三

（
略
）

第
四
条
の
二

（
略
）

（
統
括
防
火
管
理
者
の
資
格
）
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第
四
条

法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で

、
当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切

に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
権
限
及
び
知
識
を
有
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省

令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
者

イ

法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高
層
建
築
物
（
次
号
イ
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

前
条
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
次
号
ロ
、
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

ハ

法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
下
街
（
次
号
ホ
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

二

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
者

イ

法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高
層
建
築
物
で
、
次
に
掲
げ
る

も
の

⑴

別
表
第
一
㈠
項
か
ら
㈣
項
ま
で
、
㈤
項
イ
、
㈥
項
イ
、
ハ
及
び
ニ

、
㈨
項
イ
並
び
に

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ
に





掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表
㈥
項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対

象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
、
延

べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

⑵

別
表
第
一
㈤
項
ロ
、
㈦
項
、
㈧
項
、
㈨
項
ロ
、
㈩
項
か
ら

項
ま



で
、

項
ロ
及
び

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
五
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百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ロ

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ

ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ

ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ニ

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
別
表
第
一
㈥
項
ロ
に
掲
げ
る

防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で

、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ホ

法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
下
街
（
別
表
第
一
㈥
項
ロ
に

掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
を
除
く

。
）
で
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

（
統
括
防
火
管
理
者
の
責
務
）

第
四
条
の
二

統
括
防
火
管
理
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
作
成

し
、
所
轄
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

統
括
防
火
管
理
者
は
、
前
項
の
消
防
計
画
に
基
づ
い
て
、
消
火
、
通
報
及

び
避
難
の
訓
練
の
実
施
、
当
該
防
火
対
象
物
の
廊
下
、
階
段
、
避
難
口
そ
の

他
の
避
難
上
必
要
な
施
設
の
管
理
そ
の
他
当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い

て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

統
括
防
火
管
理
者
は
、
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必

要
な
業
務
を
行
う
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
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い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
指
示
を
求
め
、
誠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
及
び
型
式
適
合
検
定
の
手
数
料

（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
及
び
個
別
検
定

の
手
数
料

）

）

第
四
十
条

法
第
二
十
一
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数

第
四
十
条

法
第
二
十
一
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数

料
の
額
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

料
の
額
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

試
験
及
び
型
式
適
合
検
定
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
試
験
又
は
型
式
適
合
検

試
験
及
び
個
別
検
定

の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
試
験
又
は
個
別
検
定

定
の
実
施
に
必
要
な
経
費
の
額
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
総
務
大
臣
が

の
実
施
に
必
要
な
経
費
の
額
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
総
務
大
臣
が

定
め
る
額
と
す
る
。

定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

新
た
な
技
術
開
発
に
係
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
で
、
総
務
省
令
で
定

二

新
た
な
技
術
開
発
に
係
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
で
、
総
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
総
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
規
格
の
特
例
に
よ
る

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
総
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
規
格
の
特
例
に
よ
る

こ
と
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
験
及
び
型
式
適
合
検
定

こ
と
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
験
及
び
個
別
検
定

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
を
受
け
よ

３

法
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
別
検
定

を
受
け
よ

う
と
す
る
者
（
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等

う
と
す
る
者
（
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等

の
製
造
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
、
当
該
型
式
適
合
検
定

の
製
造
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
、
当
該
個
別
検
定

の
申
請
書
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
す
る

の
申
請
書
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
す
る

者
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
の
行
つ
た
当
該
申
請
に
係
る
検

者
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
の
行
つ
た
当
該
申
請
に
係
る
検

定
対
象
機
械
器
具
等
の
形
状
等
と
法
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ

定
対
象
機
械
器
具
等
の
形
状
等
と
法
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
型
式
承
認
を
受
け
た
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
型
式
に
係
る
形
状
等
と
の

り
型
式
承
認
を
受
け
た
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
型
式
に
係
る
形
状
等
と
の
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同
一
性
を
判
定
し
得
る
検
査
結
果
を
記
載
し
た
書
類
で
総
務
大
臣
が
適
当
と

同
一
性
を
判
定
し
得
る
検
査
結
果
を
記
載
し
た
書
類
で
総
務
大
臣
が
適
当
と

認
め
る
も
の
を
添
付
し
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

認
め
る
も
の
を
添
付
し
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
型
式
適
合
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、

該
個
別
検
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、

別
表
第
三
に
定
め
る
額
（
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同

別
表
第
三
に
定
め
る
額
（
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
定
め
る
額
）
に
三
分
の
一
を
乗
じ

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
定
め
る
額
）
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
た
額
と
す
る
。
）
と
す
る
。

て
た
額
と
す
る
。
）
と
す
る
。

４

既
に
納
付
し
た
手
数
料
は
、
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
又

４

既
に
納
付
し
た
手
数
料
は
、
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
又

は
型
式
適
合
検
定
に
着
手
し
て
い
な
い
場
合
の
ほ
か
、
返
還
し
な
い
。

は
個
別
検
定

に
着
手
し
て
い
な
い
場
合
の
ほ
か
、
返
還
し
な
い
。

（
防
災
管
理
者
の
資
格
）

（
防
災
管
理
者
の
資
格
）

第
四
十
七
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

第
四
十
七
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
掲
げ
る
者
で
、
前
条
の
防
火
対
象
物
（
以
下

か
に
掲
げ
る
者
で
、
前
条
の
防
火
対
象
物
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

「
防
災
管
理
対
象
物
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
防
災
管
理
上
必
要
な
業
務

て
「
防
災
管
理
対
象
物
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
防
災
管
理
上
必
要
な
業
務

を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
管
理
的
又
は
監
督
的
な
地
位
に
あ
る
も

を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
管
理
的
又
は
監
督
的
な
地
位
に
あ
る
も

の
（
総
務
省
令
で
定
め
る
防
災
管
理
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
防
災
管
理
上
必

の
（
総
務
省
令
で
定
め
る
防
災
管
理
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
防
災
管
理
上
必

要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
権
限
及
び
知
識
を
有
す
る
も

要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ

の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
）
と
す
る
。

と
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
）
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
防
災
管
理
者
の
責
務
）

（
防
災
管
理
者
の
責
務
）

第
四
十
八
条

防
災
管
理
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

第
四
十
八
条

防
災
管
理
対
象
物
に
つ
い
て
の
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
作
成
し
、
所

轄
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

防
災
管
理
者
は
、
前
項
の
消
防
計
画
に
基
づ
い
て
、
当
該
防
災
管
理
対
象

物
に
つ
い
て
避
難
の
訓
練
の
実
施
そ
の
他
防
災
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

①

（
略
）

２

防
災
管
理
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
防
災
管
理
に
係

る
消
防
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
避
難
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
統
括
防
災
管
理
者
の
資
格
）

第
四
十
八
条
の
二

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
第
四
十
七

条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
、
当
該
防
災
管
理
対
象
物
の
全

体
に
つ
い
て
の
防
災
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要

な
権
限
及
び
知
識
を
有
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た

す
も
の
と
す
る
。

（
統
括
防
災
管
理
者
の
責
務
）

第
四
十
八
条
の
三

統
括
防
災
管
理
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
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り
、
当
該
防
災
管
理
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計

画
を
作
成
し
、
所
轄
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２

統
括
防
災
管
理
者
は
、
前
項
の
消
防
計
画
に
基
づ
い
て
、
避
難
の
訓
練
の

実
施
、
当
該
防
災
管
理
対
象
物
の
廊
下
、
階
段
、
避
難
口
そ
の
他
の
避
難
上

必
要
な
施
設
の
管
理
そ
の
他
当
該
防
災
管
理
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防

災
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

統
括
防
災
管
理
者
は
、
防
災
管
理
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
災
管
理

上
必
要
な
業
務
を
行
う
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
防
災
管
理
対
象
物
の

管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
指
示
を
求
め
、
誠
実
に
そ
の
職
務
を
遂

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
火
災
以
外
の
災
害
時
に
お
け
る
自
衛
消
防
組
織
の
業
務
等
）

（
火
災
以
外
の
災
害
時
に
お
け
る
自
衛
消
防
組
織
の
業
務
等
）

第
四
十
九
条

自
衛
消
防
組
織
に
法
第
三
十
六
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

第
四
十
九
条

自
衛
消
防
組
織
に
法
第
三
十
六
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
第
四
条
の
二
の
八
及
び
第
四
条
の
二
の
九
の
規
定
の
適
用

る
場
合
に
お
け
る
第
四
条
の
二
の
六
及
び
第
四
条
の
二
の
七
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
二
の
八
中
「
防
火
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
防
災

に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
二
の
六
中
「
防
火
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
防
災

管
理
者
」
と
、
「
に
お
い
て
、
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
い
て
火
災
に
対
応
す

管
理
者
」
と
、
「
に
お
い
て
、
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
い
て
火
災
に
対
応
す

る
た
め
の
自
衛
消
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
事
項
を
、
防
災
管
理
に
係
る
消

る
た
め
の
自
衛
消
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
事
項
を
、
防
災
管
理
に
係
る
消

防
計
画
に
お
い
て
火
災
以
外
の
災
害
に
対
応
す
る
た
め
の
」
と
、
第
四
条
の

防
計
画
に
お
い
て
火
災
以
外
の
災
害
に
対
応
す
る
た
め
の
」
と
、
第
四
条
の

二
の
九
中
「
火
災
の
被
害
」
と
あ
る
の
は
「
火
災
そ
の
他
の
災
害
の
被
害
」

二
の
七
中
「
火
災
の
被
害
」
と
あ
る
の
は
「
火
災
そ
の
他
の
災
害
の
被
害
」

と
す
る
。

と
す
る
。
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別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
―
第
三
条
、
第
三
条
の
三
、
第
四
条
、
第
四
条
の
二

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
―
第
三
条
、
第
四
条
の
二

の
二
―
第
四
条
の
三
、
第
六
条
、
第
九
条
―
第
十
四
条
、
第
十
九
条
、
第
二

―
第
四
条
の
三
、
第
六
条
、
第
九
条
―
第
十
四
条
、
第
十
九
条
、
第
二

十
一
条
―
第
二
十
九
条
の
三
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
四
条

十
一
条
―
第
二
十
九
条
の
三
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
四
条

の
二
、
第
三
十
四
条
の
四
―
第
三
十
六
条
関
係
）

の
二
、
第
三
十
四
条
の
四
―
第
三
十
六
条
関
係
）

表
及
び
備
考

（
略
）

表
及
び
備
考

（
略
）

別
表
第
三
（
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
関
係
）

検
定
対
象
機
械
器
具

試
験
の
手
数
料
の
額

型
式
適
合
検
定
の
手

検
定
対
象
機
械
器
具

試
験
の
手
数
料
の
額

個
別
検
定

の
手

等
の
種
別

数
料
の
額

等
の
種
別

数
料
の
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
種
別
の
欄
中
消
火
器
、
消
防
用
ホ
ー
ス
、

備
考

検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
種
別
の
欄
中
消
火
器
、
消
防
用
ホ
ー
ス
、

結
合
金
具
、
火
災
報
知
設
備
、
受
信
機
、
漏
電
火
災
警
報
器
及
び
金
属
製

結
合
金
具
、
火
災
報
知
設
備
、
受
信
機
、
漏
電
火
災
警
報
器
及
び
金
属
製

避
難
は
し
ご
の
細
分
と
し
て
定
め
る
用
語
並
び
に
試
験
の
手
数
料
の
額
の

避
難
は
し
ご
の
細
分
と
し
て
定
め
る
用
語
並
び
に
試
験
の
手
数
料
の
額
の

欄
及
び
型
式
適
合
検
定
の
手
数
料
の
額
の
欄
中
多
信
号
機
能
、
自
動
試
験

欄
及
び
個
別
検
定

の
手
数
料
の
額
の
欄
中
多
信
号
機
能
、
自
動
試
験

機
能
、
遠
隔
試
験
機
能
、
蓄
積
式
、
ア
ナ
ロ
グ
式
及
び
二
信
号
式
の
用
語

機
能
、
遠
隔
試
験
機
能
、
蓄
積
式
、
ア
ナ
ロ
グ
式
及
び
二
信
号
式
の
用
語

の
意
義
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

の
意
義
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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○

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
（
附
則
第
二
項
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
消
防
大
学
校
）

（
消
防
大
学
校
）

第
百
五
十
二
条

消
防
庁
に
、
消
防
大
学
校
を
置
く
。

第
百
五
十
二
条

消
防
庁
に
、
消
防
大
学
校
を
置
く
。

２

消
防
大
学
校
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

消
防
大
学
校
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

消
防
法
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
十
一
条

六

消
防
法
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
十
一
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
又
は

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
又
は

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
型
式
適
合
検
定
を
行
う
こ
と
。

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
別
検
定

を
行
う
こ
と
。

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）



○
総
務
省
令
第
九
十
一
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
二
項
（
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
八
条
の
二
第
四
項
（
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
二

十
一
条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
七
、
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
十
六
の
四

並
び
に
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
、
第
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
条

、
第
四
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
八
条
の
二
並
び
に
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
法
施

行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

樽
床

伸
二

総
務
大
臣

消
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
一
条
中
「
第
八
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
第
二
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
か
ら
、
防
火
管
理
上
必
要
な
業

務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
チ
中
「
訓
練
の
」
の
下
に
「

定
期
的
な
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
二
号
ハ
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
八

条
の
三
第
四
項
第
二
号
ハ
」
に
改
め
、
「
所
在
地
」
の
下
に
「
。
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同

条
第
六
項
中
「
第
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
四
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第

四
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
第
三
条
の
二
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
統
括
防
火
管
理
者
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
た
め
の
要
件
）

第
三
条
の
三

令
第
四
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
と
す
る
。

一

防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る



者
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
有
す
る
権
限
の
う
ち
、
当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適

切
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る

者
か
ら
、
当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
て
お
り
、

か
つ
、
当
該
内
容
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三

防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る

者
か
ら
、
当
該
防
火
対
象
物
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
状
況
そ
の
他
当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管

理
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

第
四
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

統
括
防
火
管
理
者
は
、
令
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
防
火
対
象
物
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
状
況
並
び

に
そ
の
使
用
状
況
に
応
じ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
に

係
る
消
防
計
画
を
作
成
し
、
当
該
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
確
認
を
受
け
て
、
別
記
様
式
第
一



号
の
二
の
二
の
二
の
届
出
書
に
よ
り
そ
の
旨
を
所
轄
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
防
火

対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一

防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
当
該
権
原
の
範
囲
に
関
す
る
こ
と
。

二

防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
の
一
部
が
当
該
防
火
対
象
物
の
関
係
者
及
び
関
係
者
に

雇
用
さ
れ
て
い
る
者
（
当
該
防
火
対
象
物
の
部
分
の
関
係
者
及
び
関
係
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
を
含
む
。
）
以
外
の

者
に
委
託
さ
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務

の
受
託
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
受
託
者
の
行
う
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務

の
範
囲
及
び
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

三

防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
消
防
計
画
に
基
づ
く
消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練
そ
の
他
防
火
対
象
物
の
全
体

に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
訓
練
の
定
期
的
な
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

四

廊
下
、
階
段
、
避
難
口
、
安
全
区
画
、
防
煙
区
画
そ
の
他
の
避
難
施
設
の
維
持
管
理
及
び
そ
の
案
内
に
関
す
る
こ
と
。

五

火
災
、
地
震
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
消
火
活
動
、
通
報
連
絡
及
び
避
難
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

六

火
災
の
際
の
消
防
隊
に
対
す
る
当
該
防
火
対
象
物
の
構
造
そ
の
他
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
消
防
隊
の
誘
導
に
関
す



る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

第
四
条
の
二
第
二
項
中
「
を
含
む
も
の
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
は
、
前
項
第
四
号
の
」
を
「
の
統
括
防
火
管

理
者
は
、
前
項
の
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
を
含
む
も
の
の
管
理
に
つ

い
て
権
原
を
有
す
る
者
は
、
第
一
項
第
四
号
の
」
を
「
の
統
括
防
火
管
理
者
は
、
第
一
項
の
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て

の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
統
括
防
火
管
理
者
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
）

第
四
条
の
二

法
第
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
統
括
防
火
管
理
者
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第
一
号

の
二
の
二
の
二
の
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
選
任
の
届
出
に
あ
つ
て
は
、
統
括
防
火
管
理
者
の
資
格
を
証
す
る
書
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
四
条
の
二
の
四
第
二
項
第
一
号
の
二
中
「
第
四
条
第
一
項
並
び
に
法
第
八
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
条
の
二
第
一
項

並
び
に
法
第
八
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。



第
四
条
の
二
の
六
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
四

条
の
二
」
を
「
第
三
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
の
七
第
三
項
第
二
号
中
「
（
そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該

防
火
対
象
物
の
共
同
防
火
管
理
協
議
会
の
代
表
者
の
氏
名
）
」
を
削
る
。

第
四
条
の
二
の
八
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
二
の
二
」
を
「
別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
二
の
二
の
三
」
に
改

め
る
。

第
四
条
の
二
の
九
第
二
項
第
二
号
中
「
（
そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該

防
火
対
象
物
の
共
同
防
火
管
理
協
議
会
の
代
表
者
の
氏
名
）
」
を
削
る
。

第
三
十
四
条
の
四
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
型
式
適
合
検
定
の
方
法
）

第
三
十
四
条
の
五

法
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
型
式
適
合
検
定
の
方
法
は
、
立
会
い
方
式
に
よ
る
方
法
と
す

る
。
た
だ
し
、
製
造
工
程
に
お
け
る
検
査
の
信
頼
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
デ
ー
タ
審
査
方
式
に
よ
る
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



２

型
式
適
合
検
定
は
、
協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
の
指
定
し
た
日
時
に
、
協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
の
指
定
し
た
場
所
に

お
い
て
行
う
。

（
立
会
い
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
の
方
法
）

第
三
十
四
条
の
六

立
会
い
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
の
方
法
は
、
協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
が
、
前
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
し
た
場
所
に
お
い
て
、
協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
の
職
員
の
立
会
い
の
下
に
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
九
〇
一
五

―
一
に
よ
る
抜
取
検
査
方
式
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
認
め
る
方
法
（
次
条
に
お
い
て
「
型
式
適

合
検
定
抜
取
検
査
方
式
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
、
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
、
所
要
の
数
を
抜
き
取
り

、
当
該
検
定
対
象
機
械
器
具
等
が
法
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
型
式
承
認
を
受
け
た
型
式
に
適
合
し
て

い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
デ
ー
タ
審
査
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
の
方
法
）

第
三
十
四
条
の
七

デ
ー
タ
審
査
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
デ
ー
タ

審
査
方
式
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
十
二
の
申
請
書
に
よ
り
そ
の
旨
を
協
会
又
は
登
録
検
定
機
関

に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
請
に
係
る
型
式
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る

場
合
に
は
、
当
該
型
式
に
つ
い
て
、
デ
ー
タ
審
査
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
型
式
が
、
直
近
の
立
会
い
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
十
回
以
上
連
続
し
て
合
格
し

て
い
る
こ
と
。

二

お
お
む
ね
三
ヶ
月
以
内
ご
と
に
当
該
型
式
に
係
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
型
式
適
合
検
定
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

当
該
型
式
に
係
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
を
製
造
す
る
工
場
、
事
業
所
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
に
お
い
て
、
品

質
を
確
保
す
る
管
理
体
制
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
。

３

協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
デ
ー
タ
審
査
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
を
行
う
場
合
に
は
、
デ

ー
タ
審
査
方
式
申
請
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

デ
ー
タ
審
査
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

デ
ー
タ
審
査
方
式
申
請
者
は
、
製
造
工
場
等
に
お
い
て
、
型
式
適
合
検
定
抜
取
検
査
方
式
を
用
い
て
、
検
定
対
象
機

械
器
具
等
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
、
所
要
の
数
を
抜
き
取
り
、
当
該
検
定
対
象
機
械
器
具
等
が
法
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
く
型
式
承
認
を
受
け
た
型
式
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。



二

デ
ー
タ
審
査
方
式
申
請
者
は
、
前
号
の
検
査
の
結
果
を
、
速
や
か
に
、
協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
に
報
告
す
る
。

三

協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
検
査
の
結
果
を
確
認
し
、
当
該
検
査
に
係
る
審
査

結
果
を
、
速
や
か
に
、
デ
ー
タ
審
査
方
式
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条
第
四
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五

製
造
工
程
概
要
調
書
（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
製
造
過
程
の
概
要
を
記
載
し
た
も
の
）
一
部

六

検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
技
術
上
の
規
格
に
関
す
る
社
内
に
お
け
る
検
査
体
制
に
係
る
調
書
一
部

第
三
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
型
式
適
合
検
定
の
申
請
書
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
個
別
検
定
」
を
「
型
式
適
合

検
定
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
申
請
が
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る

方
法
で
あ
つ
て
協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

第
三
十
九
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
個
別
検
定
」
を
「
型
式
適
合
検
定
」
に
改
め
る
。



第
四
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
検
査
の
方
法
等
）
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の

一
項
を
加
え
る
。

法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
方
法
は
、
製
造
又
は
輸
入
さ
れ
た
自
主
表
示
対
象
機
械
器

具
等
の
形
状
、
構
造
、
材
質
、
成
分
及
び
性
能
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
形
状
等
」
と
い
う
。
）
が
法
第
二
十
一
条
の

十
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
形
状
等
及
び
法
第
二
十
一
条
の
十
六
の

三
第
一
項
の
表
示
を
付
す
位
置
を
記
載
し
た
設
計
図
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
設
計
図
書
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し

て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
適
切
な
検
査
設
備
及
び
検
査
方
法
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
四
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３

法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
製
造
又
は
輸
入
を
業
と
す
る
者

が
検
査
記
録
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
種
類
及
び
型
式

二

検
査
に
用
い
た
設
計
図
書

三

検
査
の
項
目
、
内
容
及
び
判
定
方
法



四

検
査
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
場
所

五

検
査
に
使
用
し
た
設
備
及
び
測
定
機
器

六

検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七

検
査
を
行
つ
た
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
数
量

八

検
査
の
結
果

九

第
一
項
の
設
計
図
書
、
検
査
設
備
又
は
検
査
方
法
を
変
更
し
た
場
合
は
、
そ
の
変
更
履
歴

４

法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
は
、
検
査
の
日
か

ら
五
年
と
す
る
。

５

第
三
項
に
規
定
す
る
検
査
記
録
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他

の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
記
録
す

る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
同
項
の
検
査
記
録
を
保
存
す
る
場
合

に
は
、
同
項
の
検
査
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
九
号
」
を
「
型
式
ご
と
に
別
記
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
第

二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

表
示
を
付
そ
う
と
す
る
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
が
法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
当
該
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
に
係
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
書
類

第
四
十
四
条
の
七
第
二
号
中
「
個
別
検
定
を
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
」
を
「
型
式
適
合
検
定
を
第
三
十
四

条
の
五
か
ら
第
三
十
四
条
の
七
ま
で
及
び
第
三
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
四
号
」
を
「

別
記
様
式
第
一
号
の
二
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ホ
中
「
訓
練
の
」
の
下
に
「
定
期
的
な
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
と

あ
る
の
は
「
防
災
管
理
上
」
と
」
の
下
に
「
、
「
防
火
対
象
物
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
」
を
加
え

、
「
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
二
号
ハ
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
二
号
ハ
」
に
、
「

、
同
条
第
三
項
中
「
防
火
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
」
を
「
、
「
所
在
地
。
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
あ

る
の
は
「
所
在
地
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
防
火
対
象
物
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、
「
防
火
管
理

者
」
と
あ
る
の
は
」
に
改
め
、
「
、
「
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
に
係
る
」
と
」
を
削
り
、
「
と
あ
る
の
は
「



令
第
四
十
六
条
」
と
」
の
下
に
「
、
「
防
火
対
象
物
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
」
を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
の
九
中
「
第
四
条
の
規
定
」
を
「
第
三
条
の
二
の
規
定
」
に
改
め
、
同
条
後
段
を
削
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
見
出
し
を
「
（
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画
）
」

に
改
め
、
同
条
中
「
第
四
条
の
二
の
規
定
」
を
「
第
四
条
の
規
定
」
に
、
「
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
」
を
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
災
管
理
に
係
る

消
防
計
画
の
作
成
又
は
変
更
」
に
、
「
第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
共
同
防
火
管
理
協
議
会
」
と
あ
る
の

は
「
共
同
防
災
管
理
協
議
会
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
防
火
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
者
」
と
、
「
防
火
管
理
上

」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
上
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
消
火
、
通
報
、
避
難
の
訓
練
」
と
あ
る
の
は
「
避
難
の
訓
練
」
と

、
「
防
火
管
理
上
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
上
」
と
、
同
項
第
五
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
柱
書
き
中
「
統
括
防
火
管
理

者
」
と
あ
る
の
は
「
統
括
防
災
管
理
者
」
と
、
「
防
火
対
象
物
の
位
置
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
位
置

」
と
、
「
防
火
対
象
物
の
管
理
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
管
理
」
と
、
同
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六

号
及
び
第
七
号
中
「
防
火
対
象
物
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
防
火

管
理
上
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
上
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練
そ
の
他
防
火
対
象
物
」
と



あ
る
の
は
「
避
難
の
訓
練
そ
の
他
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、
同
項
第
四
号
」
に
、
「
同
項
第
六
号
」
を
「
同
項
第
五

号
」
に
、
「
同
項
第
七
号
」
を
「
同
項
第
六
号
」
に
、
「
同
項
第
八
号
中
「
共
同
防
火
管
理
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
防
災
管

理
」
と
」
を
「
同
項
第
七
号
中
「
防
火
管
理
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
」
と
」
に
、
「
第
六
項
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項

」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
と
」
を
「
第
六
項
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
」
と
あ
る

の
は
「
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、
「
統
括
防
火
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
統
括
防

災
管
理
者
」
と
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
と
し
、
第
五
十
一
条
の
十
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
統
括
防
災
管
理
者
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
た
め
の
要
件
）

第
五
十
一
条
の
十
一

第
三
条
の
三
の
規
定
は
、
令
第
四
十
八
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
三
中
「
防
火
対
象
物
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、
「
防
火
管
理

上
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
上
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
統
括
防
災
管
理
者
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
）

第
五
十
一
条
の
十
一
の
三

第
四
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
第
四
項



の
規
定
に
よ
る
統
括
防
災
管
理
者
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
一
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
第
八
条
の
二
第
二
項
」

を
「
第
八
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
号
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
五
中
「
第
四
条
の
二
の
七
第
一
項
第
一
号
中
」
を
「
第
四
条
の
二
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
防
火

対
象
物
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、
同
条
第
一
項
柱
書
き
中
「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

三
十
六
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
一
号
中
」
に
、
「
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
共
同
防
火
管
理
協
議
会
」
と
あ
る
の
は
「

共
同
防
災
管
理
協
議
会
」
と
」
を
「
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名
」

と
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
七
中
「
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
共
同
防
火
管
理
協
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
防
災
管
理
協
議
会

」
と
」
を
「
、
「
防
火
対
象
物
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
第
八
条
の

二
の
三
第
四
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
三
第
四
項
第
一
号



」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
法
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名
」
と
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
八
中
「
第
三
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
（
そ

の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
共
同

防
火
管
理
協
議
会
の
代
表
者
及
び
共
同
防
災
管
理
協
議
会
の
代
表
者
の
氏
名
）
」
を
削
る
。

第
五
十
一
条
の
十
九
中
「
第
三
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
（
そ

の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
共
同

防
火
管
理
協
議
会
の
代
表
者
及
び
共
同
防
災
管
理
協
議
会
の
代
表
者
の
氏
名
）
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記様式第１号の２（第３条、第５１条の８関係） 
 

消防計画作成（変更）届出書 
年  月  日  

消防長（消防署長）（市町村長）殿 
防火                                        
防災                                        

 住 所                        

氏 名                    ㊞  

管理権原者                             

住 所                       
（法人の場合は、名称及び代表者氏名）      

氏 名                    ㊞  
         
別添のとおり、     管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。  

 
防 火 対 象 物 

又は      の所在地 
建築物その他の工作物 

 
 
 

防 火 対 象 物 
又は      の名称 

建築物その他の工作物 
（変更の場合は、変更後の名称） 

 
 
 
 

防 火 対 象 物 
又は        の用途 

建築物その他の工作物 
（変更の場合は、変更後の用途） 

 
 
 
 

令別表第１ 
 

(   ) 項   

その他必要な事項 
（変更の場合は、主要な変更事項） 

 
 
 

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 
 
 
 
 

 
 
 
 

備考 
 １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。 
 
 ２     の横書きの文字については、該当しない文字を横線で消すこと。 
 
 ３ ※印の欄は記入しないこと。 

防火 
防災 

管理者 

「防火 
防災」 



別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記様式第１号の２の２（第３条の２、第５１条の９関係） 

      管理者選任（解任）届出書 

年  月  日  

消防長（消防署長）（市町村長）殿 

届出者 

住 所                  

 

氏 名                ㊞ 

 下記のとおり、     管理者を選任（解任）したので届け出ます。 

記 

建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物 

又 

は 

防

火

対

象

物

 

所 在 地  

名 称 電話（  ）          

用 途  令別表第１ （  ）項 収容人員  

種 別 □甲種  □乙種 管理権原 □単一権原  □複数権原 

区 分 名 称     用 途 収容人員 

※令第２条を適用す

るもの 

   

   

※令第３条第３項を

適用するもの 

   

   

 

防

火

・

防

災

管

理

者 

選

任 

氏名
フリガナ

・ 生 年 月 日 年  月  日生  

住 所  

選 任 年 月 日 年  月  日   

職 務 上 の 地 位  

資

格 
講 

習 

種   別 □甲種（□新規講習 □再講習）□乙種 □防災管理（□新規講習 □再講習） 

講 習 機 関   

修了年月日     年  月  日     年  月  日 

そ の 他 
令第３条第１項第  号(     ) 令第４７条第１項第 号(    ) 

規則第２条第  号(       ) 規則第５１条の５第 号(    )  

解

任 

氏 名                      

解 任 年 月 日 年  月  日 

解 任 理 由  

そ の 他 必 要 事 項 

 

 

 

※※ 受 付 欄 ※※ 経 過 欄 

 

 

 

 

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
  ｢      
      ｣  
３ ※印の欄は、消防法施行令第２条を適用するものにあっては同一敷地内にある同令第１条の２の防 

火対象物ごとに、同令第３条第３項を適用するものにあっては管理権原に属する部分ごとに記入す 
ること。 

４ 消防法施行令第１条の２第３項第２号及び第３号の防火対象物にあってはその他必要な事項の欄 
に工事が完了した際の防火対象物の規模を記入すること。 

５ 消防法施行令第３条第２項又は同令第４７条括弧書を適用するものにあってはその他必要な事項 
の欄に管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火及び防災管理上必要な業務を適切に遂 
行することができない理由を記入すること。 

   ６ □印のある欄については、該当の□印にレを付けること。 
７ ※※印の欄は、記入しないこと。 

  

  

  

  
（法人の場合は、名称及び代表者氏名） 

防火 

防災 

防火 

防災 

防火 
防災 の横書きの文字については、該当しない文字を横線で消すこと。 

 

２ 



別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
二
の
二
を
別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
二
の
二
の
三
と
し
、
別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
二
の
次
に

次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



別記様式第１号の２の２の２（第４条、第５１条の１１の２関係） 
 

全体についての消防計画作成（変更）届出書 
年  月  日  

消防長（消防署長）（市町村長）殿 
統括    管理者             

 
 住 所                      

氏 名                  ㊞  

管理権原者                 

住 所                     
（法人の場合は、名称及び代表者氏名）      

氏 名                  ㊞  
 
別添のとおり、全体についての    管理に係る消防計画を作成（変更）した

ので届け出ます。 
 
 防 火 対 象 物  

又は      の所在地 
 建築物その他の工作物 

 
 

 防 火 対 象 物 
   又は      の名称 
建築物その他の工作物 
（変更の場合は、変更後の名称） 

 
 
 

 防 火 対 象 物 
   又は      の用途 
建築物その他の工作物 
（変更の場合は、変更後の用途） 

 令別表第１ 
 
(   ) 項   

 

その他必要な事項 
（変更の場合は、主要な変更事項） 

 
 
 

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 
 
 
 

 
 
 

備考 
 １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。 
 
 ２     の横書きの文字については、該当しない文字を横線で消すこと。 
 
 ３ ※印の欄は記入しないこと。 

防火 
防災 

防火 
防災 

「防火 
防災」 



別記様式第１号の２の２の２の２（第４条の２、第５１条の１１の３関係） 

 
統括      管理者選任（解任）届出書 

年  月  日  

消防長（消防署長）（市町村長）殿 

届出者                       

住所                      

                                                   
                               
 
 

 下記のとおり、統括     管理者を選任（解任）したので届け出ます。 

記  

建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物 

 
 

又

は

 
 
 

 

防

火

対

象

物 

所 在 地  

名 称 電話（  ）          

用 途  令 別 表 第 １ （   ）項 

種 別 □ 甲 種 □ 乙 種 収 容 人 員  

統

括

防

火

・

防

災

管

理

者 

選

任 

氏名
フリガナ

・ 生 年 月 日 年  月  日生  

住 所 
 

 

選 任 年 月 日  年   月   日 

資

格 

講 
習 

種  別 □ 甲 種  □ 乙 種 □ 防災管理に関する講習 

講 習 機 関   

修了年月日      年   月   日    年   月   日 

そ の 他 

□ 令 第 ３ 条 第 １ 項 第  号  

(                ) 

□令第４７条第１項第 号  

(              ) 

□ 規 則 第 ２ 条 第  号  

(                ) 

□規則第５１条の５第 号  

(              ) 

解

任 

氏       名  

解 任 年 月 日 年   月   日 

解 任 理 由  

そ の 他 必 要 事 項 

 

 

 

※ 受 付 欄  ※ 経 過 欄 

 

 

 

 

 

 

 

 
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

｢ 

｣ 

３ □印のある欄については、該当の□印にレを付けること。 

４ ※印の欄は、記入しないこと。 
 

 （法人の場合は、名称及び代表者氏名）

 

 

 氏名 ㊞ 

 

 

防火 

防災 

防火 
防災 

防火 

防災 

２ の横書きの文字については、該当しない文字を横線で消すこと。 

 



別
記
様
式
第
一
号
の
十
一
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。



別記様式第１号の 12（第 39 条の７関係） 

 

データ審査方式申請書 

 

 

年    月    日 

 

日本消防検定協会 

（登録検定機関） 

 

 

申請者 

 

住 所 

 

氏 名                ㊞ 

 

電話番号 

 

                       

下記について、データ審査方式を申請します。 

 

 

記 

 
 

種 別 

 

 

 

型 式 

 

 

 

型 式 番 号 

 

 

 

検 査 実 施 場 所 

 

 

 

備 考 

 

 

 備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法人の場合は、名 
称及び代表者氏名 

殿 



別
記
様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記様式第 7 号（第 39 条関係） 

 

型 式 適 合 検 定 申 請 書  

 

 

年    月    日 

 

日本消防検定協会 

（登録検定機関） 

 

 

申請者 

 

住 所 

 

氏 名                ㊞ 

 

電話番号 

 

                       

下記について、型式適合検定を申請します。 

 

 

記 

 
   

種別   

  

   

型式 

      

型式番号 

 

  

申 請 数 量 

 受  検  物 

   

製造番号 

 

№    ～№ 

 

受 検 希 望 年 月 日 

   

 

 

受 検 希 望 場 所 

   

 

 

型 式 適 合 検 定 方 式 

 

 

 

手 数 料 

 

  

単価 

    

円 

 

合計 

 

円 

 

備 考 

 

 

 備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

 
 
 
 
 

法人の場合は、名 
称及び代表者氏名 

殿 



別
記
様
式
第
十
四
号
及
び
別
記
様
式
第
十
五
号
を
削
る
。

（
日
本
消
防
検
定
協
会
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

日
本
消
防
検
定
協
会
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
中
「
個
別
検
定
」
を
「
型
式
適
合
検
定
」
に
改
め
、
第
六
号
中
「
消
防
の
用
に
供
す
る
機
械
器
具
等
の
鑑
定
」
を

「
依
頼
に
応
じ
、
消
防
の
用
に
供
す
る
機
械
器
具
等
に
関
す
る
評
価
」
に
改
め
る
。

（
日
本
消
防
検
定
協
会
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

日
本
消
防
検
定
協
会
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
自
治
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
個
別
検
定
」
を
「
型
式
適
合
検
定
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
消
防
の
用
に
供
す
る
機
械
器
具
等

の
鑑
定
」
を
「
依
頼
に
応
じ
、
消
防
の
用
に
供
す
る
機
械
器
具
等
に
関
す
る
評
価
」
に
改
め
る
。

（
総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

総
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
三
百
三
十
二
条
第
四
号
及
び
第
三
百
三
十
七
条
第
二
号
中
「
個
別
検
定
」
を
「
型
式
適
合
検
定
」
に
改
め
る
。

（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五

年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
項
中
「
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
、
第
四
条
の
二
の
八

第
七
項
」
を
「
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
（
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条
の
二
の

八
第
七
項
（
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
、
「
並
び
に
第
四
十
四
条
の
十
二
」
を
「
、

第
四
十
四
条
の
十
二
、
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
並
び
に
第
五
十
一
条
の
九
」
に
改
め
る
。

（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五

年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
項
中
「
第
三
十
四
条
の
二
の
三
」
の
下
に
「
、
第
三
十

四
条
の
七
」
を
加
え
、
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
」
に
改
め
る
。



（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五

年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
項
中
「
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
」
を
「
第
三
条
第
一

項
、
第
三
条
の
二
、
第
四
条
第
一
項
、
第
四
条
の
二
」
に
、
「
並
び
に
第
五
十
一
条
の
九
」
を
「
、
第
五
十
一
条
の
九
、
第

五
十
一
条
の
十
一
の
二
並
び
に
第
五
十
一
条
の
十
一
の
三
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
五
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
中
消
防
法
施
行
規
則
第
一
条
、
第
二
条
の
二
及
び
第
三
条
の
改
正
規
定
、
同
令
第
四
条
を
第
三
条
の
二
と
し
、

同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
四
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を

加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
四
条
の
二
の
四
及
び
第
四
条
の
二
の
六
か
ら
第
四
条
の
二
の
九
ま
で
の
改
正
規
定
、
同
令
第



五
十
一
条
の
八
、
第
五
十
一
条
の
九
及
び
第
五
十
一
条
の
十
一
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
と

す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
五
十
一
条
の
十
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
五
十
一
条
の
十
二
、
第
五
十
一
条
の
十
四
、
第
五
十
一
条
の
十
五
及
び
第
五
十
一

条
の
十
七
か
ら
第
五
十
一
条
の
十
九
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
第
七
条
の
規
定

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日



消
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
表

目

次

１

○

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
（
第
一
条
関
係
）

○

日
本
消
防
検
定
協
会
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
（
第
二
条
関
係
）

33

○

日
本
消
防
検
定
協
会
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
自
治
省
令
第
二
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

34

○

総
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
一
号
）
（
第
四
条
関
係
）

35

○

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
（
第
五
条
関
係

）

36

○

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
（
第
六
条
関
係

）

38

○

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
（
第
七
条
関
係

）

40



- 1 -

○

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
措
置
命
令
等
を
発
し
た
場
合
に
お
け
る
公
示
の
方
法
）

（
措
置
命
令
等
を
発
し
た
場
合
に
お
け
る
公
示
の
方
法
）

第
一
条

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
五
条
第
三
項
（
法
第
五
条
の
二
第
二
項
、
法
第
五
条
の
三
第
五
項

う
。
）
第
五
条
第
三
項
（
法
第
五
条
の
二
第
二
項
、
法
第
五
条
の
三
第
五
項

、
法
第
八
条
第
五
項
（
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

、
法
第
八
条
第
五
項
（
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
法
第
八
条
の
二
第
七
項
（
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準

含
む
。
）
、
法
第
八
条
の
二
第
四
項
（
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
八
条
の
二
の
五
第
四
項
又
は
法
第
十
七
条

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
八
条
の
二
の
五
第
四
項
又
は
法
第
十
七
条

の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
総
務
省

の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
総
務
省

令
で
定
め
る
方
法
は
、
公
報
へ
の
掲
載
そ
の
他
市
町
村
長
が
定
め
る
方
法
と

令
で
定
め
る
方
法
は
、
公
報
へ
の
掲
載
そ
の
他
市
町
村
長
が
定
め
る
方
法
と

す
る
。

す
る
。

（
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

（
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

お
け
る
防
火
管
理
者
の
資
格
）

お
け
る
防
火
管
理
者
の
資
格
）

第
二
条
の
二

令
第
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
次

第
二
条
の
二

令
第
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

令
第
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

２

令
第
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

要
件
と
す
る
。

要
件
と
す
る
。

一

防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
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を
有
す
る
者
か
ら
、
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め

に
必
要
な
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原

一

防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原

を
有
す
る
者
か
ら
、
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た

を
有
す
る
者
か
ら
、
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た

文
書
を
交
付
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
内
容
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を

文
書
を
交
付
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
内
容
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を

有
し
て
い
る
こ
と
。

有
し
て
い
る
こ
と
。

三

防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原

二

防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原

を
有
す
る
者
か
ら
、
当
該
防
火
対
象
物
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
状
況

を
有
す
る
者
か
ら
、
当
該
防
火
対
象
物
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
状
況

そ
の
他
防
火
管
理
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
て
お
り
、
か
つ

そ
の
他
防
火
管
理
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
て
お
り
、
か
つ

、
当
該
事
項
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

、
当
該
事
項
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
）

（
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
）

第
三
条

防
火
管
理
者
は
、
令
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
防
火
対

第
三
条

防
火
管
理
者
は
、
令
第
四
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
防
火
対

象
物
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
状
況
並
び
に
そ
の
使
用
状
況
に
応
じ
、
次

象
物
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
状
況
並
び
に
そ
の
使
用
状
況
に
応
じ
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
お
お
む
ね
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
お
お
む
ね
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
、
当
該
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
指
示
を
受

い
て
、
当
該
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
指
示
を
受

け
て
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
作
成
し
、
別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
届

け
て
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
作
成
し
、
別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
届

出
書
に
よ
り
そ
の
旨
を
所
轄
消
防
長
（
消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町
村
に
お

出
書
に
よ
り
そ
の
旨
を
所
轄
消
防
長
（
消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町
村
に
お

い
て
は
、
市
町
村
長
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば

い
て
は
、
市
町
村
長
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す

な
ら
な
い
。
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。

る
。

一

令
第
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
及
び
同
項
第
二

一

令
第
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
及
び
同
項
第
二
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号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
仮
使
用
の
承
認
を
受
け
た
も
の
又
は
そ
の
部

号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
仮
使
用
の
承
認
を
受
け
た
も
の
又
は
そ
の
部

分
に
限
る
。
）

分
に
限
る
。
）

イ
～
ト

（
略
）

イ
～
ト

（
略
）

チ

消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練
そ
の
他
防
火
管
理
上
必
要
な
訓
練
の

チ

消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練
そ
の
他
防
火
管
理
上
必
要
な
訓
練
の

定
期
的
な
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

実
施
に
関
す
る
こ
と
。

リ
～
ヺ

（
略
）

リ
～
ヺ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
の
一
部
が
当
該
防
火
対
象
物
の
関
係
者
（
所
有

２

防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
の
一
部
が
当
該
防
火
対
象
物
の
関
係
者
（
所
有

者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
関
係
者
に
雇
用
さ

者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
関
係
者
に
雇
用
さ

れ
て
い
る
者
（
当
該
防
火
対
象
物
で
勤
務
し
て
い
る
者
に
限
る
。
第
四
条
第

れ
て
い
る
者
（
当
該
防
火
対
象
物
で
勤
務
し
て
い
る
者
に
限
る
。
第
二
十
八

一
項
第
二
号
、
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
二
号
ハ
及
び
第
二
十
九
条
第
二

条
の
三
第
四
項
第
二
号
ハ

及
び
第
二
十
九
条
第
二

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
者
に
委
託
さ
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
者
に
委
託
さ
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ

て
は
、
当
該
防
火
対
象
物
の
防
火
管
理
者
は
、
前
項
の
消
防
計
画
に
、
当
該

て
は
、
当
該
防
火
対
象
物
の
防
火
管
理
者
は
、
前
項
の
消
防
計
画
に
、
当
該

防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
（
法
第
十
七
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
る
消
防
用

防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
（
法
第
十
七
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
る
消
防
用

設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
つ
い
て
の
点
検
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
つ
い
て
の
点
検
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
受
託
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
受
託
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
。
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ

称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

。
）
並
び
に
当
該
受
託
者
の
行
う
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
の
範
囲
及
び
方

）
並
び
に
当
該
受
託
者
の
行
う
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
の
範
囲
及
び
方

法
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

６

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

６

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
南

法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
南
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海
・
南
海
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
（
次
項
及
び

海
・
南
海
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
（
次
項
及
び

第
四
条
第
四
項

に
お
い
て
「
推
進
地
域
」
と
い
う
。
）
に
所
在
す
る
令

第
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
「
推
進
地
域
」
と
い
う
。
）
に
所
在
す
る
令

第
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
東
南
海
・

第
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
東
南
海
・

南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（

南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（

平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
十
三

平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
十
三

号
、
第
十
四
号
及
び
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
施
設
（
同
法
第
六
条
第
一
項

号
、
第
十
四
号
及
び
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
施
設
（
同
法
第
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
者
が
管
理
す
る
も
の
を
除
き
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

に
規
定
す
る
者
が
管
理
す
る
も
の
を
除
き
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
東
南
海
・
南
海
地
震
（
以
下
「
東
南
海
・
南
海
地
震
」
と
い
う
。
）
に
伴

る
東
南
海
・
南
海
地
震
（
以
下
「
東
南
海
・
南
海
地
震
」
と
い
う
。
）
に
伴

い
発
生
す
る
津
波
に
係
る
地
震
防
災
対
策
を
講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法
第
五

い
発
生
す
る
津
波
に
係
る
地
震
防
災
対
策
を
講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法
第
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
南
海
・
南
海
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
で
定

条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
南
海
・
南
海
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
で
定

め
る
者
が
管
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
防
火
管
理
者
は
、
第
一
項
の
消
防

め
る
者
が
管
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
防
火
管
理
者
は
、
第
一
項
の
消
防

計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）

８

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進

８

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地

の
規
定
に
よ
り
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地

域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
（
次
項
及
び
第
四
条
第
六
項

に
お
い
て
「

域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
（
次
項
及
び
第
四
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
「

推
進
地
域
」
と
い
う
。
）
に
所
在
す
る
令
第
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規

推
進
地
域
」
と
い
う
。
）
に
所
在
す
る
令
第
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規

定
す
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に

定
す
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に

係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

（
平
成
十
七

係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

（
平
成
十
七

年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
十
三
号
、
第
十

年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
十
三
号
、
第
十
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四
号
及
び
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
施
設
（
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す

四
号
及
び
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
施
設
（
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
者
が
管
理
す
る
も
の
を
除
き
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海

る
者
が
管
理
す
る
も
の
を
除
き
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海

溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
（
以
下
「
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海

溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
（
以
下
「
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海

溝
型
地
震
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
発
生
す
る
津
波
に
係
る
地
震
防
災
対
策
を

溝
型
地
震
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
発
生
す
る
津
波
に
係
る
地
震
防
災
対
策
を

講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海
溝
・
千
島
海

講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海
溝
・
千
島
海

溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
で
定
め
る
者
が
管
理
す
る
も

溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
で
定
め
る
者
が
管
理
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
防
火
管
理
者
は
、
第
一
項
の
消
防
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事

の
に
限
る
。
）
の
防
火
管
理
者
は
、
第
一
項
の
消
防
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事

項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

９

（
略
）

９

（
略
）

令
別
表
第
一
㈠
項
か
ら
㈣
項
ま
で
、
㈤
項
イ
、
㈥
項
、
㈨
項
イ
、

項
イ

令
別
表
第
一
㈠
項
か
ら
㈣
項
ま
で
、
㈤
項
イ
、
㈥
項
、
㈨
項
イ
、

項
イ





10

10

又
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
防
火
管
理
者
は
、
令
第
三
条
の
二
第

又
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
防
火
管
理
者
は
、
令
第
四
条
第
三
項







二
項
の
消
火
訓
練
及
び
避
難
訓
練
を
年
二
回
以
上
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
消
火
訓
練
及
び
避
難
訓
練
を
年
二
回
以
上
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

（
略
）

（
略
）

11

11

（
防
火
管
理
者
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
）

（
防
火
管
理
者
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
）

第
三
条
の
二

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
防
火
管
理
者
の
選
任
又
は
解

第
四
条

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
防
火
管
理
者
の
選
任
又
は
解

任
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な

任
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
統
括
防
火
管
理
者
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
た
め
の
要
件
）

第
三
条
の
三

令
第
四
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
要
件
と
す
る
。

一

防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
防

火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
有
す

る
権
限
の
う
ち
、
当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必

要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

二

防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
防

火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
か
ら
、
当
該
防
火
対
象
物

の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を

受
け
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
内
容
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
有
し
て
い
る

こ
と
。

三

防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
う
防

火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
か
ら
、
当
該
防
火
対
象
物

の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
状
況
そ
の
他
当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ

い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
て
お
り
、
か
つ

、
当
該
事
項
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
）

（
共
同
防
火
管
理
の
協
議
を
す
べ
き
事
項
）

第
四
条

統
括
防
火
管
理
者
は
、
令
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
四
条
の
二

法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

、
防
火
対
象
物
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
状
況
並
び
に
そ
の
使
用
状
況
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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応
じ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に

一

防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
に
よ
り
組
織
す
る
共

つ
い
て
の
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
作
成
し
、
当
該
防
火
対
象
物
の
管

同
防
火
管
理
協
議
会
の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
確
認
を
受
け
て
、
別
記
様
式
第
一
号
の
二

二

前
号
の
共
同
防
火
管
理
協
議
会
の
代
表
者
（
防
火
対
象
物
の
所
有
者
そ

の
二
の
二
の
届
出
書
に
よ
り
そ
の
旨
を
所
轄
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け

の
他
の
当
該
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
う
ち
主

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理

要
な
者
で
、
共
同
防
火
管
理
協
議
会
を
代
表
す
る
も
の
を
い
う
。
第
四
条

に
係
る
消
防
計
画
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

の
二
の
七
第
三
項
第
二
号
、
第
四
条
の
二
の
九
第
二
項
第
二
号
、
第
五
十

一

防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
当
該
権
原
の
範
囲

一
条
の
十
八
第
三
項
第
二
号
及
び
第
五
十
一
条
の
十
九
第
二
項
第
二
号
に

に
関
す
る
こ
と
。

お
い
て
同
じ
。
）
の
選
任
に
関
す
る
こ
と
。

二

防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
の
一
部
が

三

統
括
防
火
管
理
者
（
当
該
防
火
対
象
物
の
防
火
管
理
者
と
な
る
べ
き
資

当
該
防
火
対
象
物
の
関
係
者
及
び
関
係
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
（
当
該

格
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
当
該
防
火
対
象
物
全
体
に
わ
た
る
防
火
管
理
上

防
火
対
象
物
の
部
分
の
関
係
者
及
び
関
係
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
を
含

必
要
な
業
務
を
統
括
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
選
任
及
び
当
該

む
。
）
以
外
の
者
に
委
託
さ
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該

統
括
防
火
管
理
者
に
付
与
す
べ
き
防
火
管
理
上
必
要
な
権
限
に
関
す
る
こ

防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
の
受
託
者
の

と
。

氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
受
託
者
の
行
う
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い

四

防
火
対
象
物
全
体
に
わ
た
る
消
防
計
画
の
作
成
並
び
に
そ
の
計
画
に
基

て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
の
範
囲
及
び
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

づ
く
消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練
そ
の
他
防
火
管
理
上
必
要
な
訓
練
の

三

防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
消
防
計
画
に
基
づ
く
消
火
、
通
報
及

実
施
に
関
す
る
こ
と
。

び
避
難
の
訓
練
そ
の
他
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必

五

避
難
通
路
、
避
難
口
、
安
全
区
画
、
防
煙
区
画
そ
の
他
の
避
難
施
設
の

要
な
訓
練
の
定
期
的
な
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

維
持
管
理
及
び
そ
の
案
内
に
関
す
る
こ
と
。

四

廊
下
、
階
段
、
避
難
口
、
安
全
区
画
、
防
煙
区
画
そ
の
他
の
避
難
施
設

六

火
災
、
地
震
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
消
火
活
動
、

の
維
持
管
理
及
び
そ
の
案
内
に
関
す
る
こ
と
。

通
報
連
絡
及
び
避
難
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

五

火
災
、
地
震
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
消
火
活
動
、

七

火
災
の
際
の
消
防
隊
に
対
す
る
当
該
防
火
対
象
物
の
構
造
そ
の
他
必
要

通
報
連
絡
及
び
避
難
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

な
情
報
の
提
供
及
び
消
防
隊
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。
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六

火
災
の
際
の
消
防
隊
に
対
す
る
当
該
防
火
対
象
物
の
構
造
そ
の
他
必
要

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
共
同
防
火
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

な
情
報
の
提
供
及
び
消
防
隊
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防

火
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

２

強
化
地
域
に
所
在
す
る
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物

２

強
化
地
域
に
所
在
す
る
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物

の
う
ち
、
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
条
第
一
号
、
第
二
号

の
う
ち
、
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
条
第
一
号
、
第
二
号

、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
及
び
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
施
設
（
大
規
模
地

、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
及
び
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
施
設
（
大
規
模
地

震
対
策
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
管
理
す
る
も
の
を
除

震
対
策
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
管
理
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
統
括
防
火
管
理
者
は
、
前
項
の
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て
の

く
。
）
を
含
む
も
の
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
は
、
前
項
第
四
号

消
防
計
画
に
第
三
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

の
消
防
計
画
に
第
三
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

推
進
地
域
に
所
在
す
る
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物

４

推
進
地
域
に
所
在
す
る
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物

の
う
ち
、
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

の
う
ち
、
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
施
行
令
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
及
び

別
措
置
法
施
行
令
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
及
び

第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
施
設
（
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対

第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
施
設
（
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対

策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
管
理
す

策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
管
理
す

る
も
の
を
除
き
、
東
南
海
・
南
海
地
震
に
伴
い
発
生
す
る
津
波
に
係
る
地
震

る
も
の
を
除
き
、
東
南
海
・
南
海
地
震
に
伴
い
発
生
す
る
津
波
に
係
る
地
震

防
災
対
策
を
講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
南
海

防
災
対
策
を
講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
南
海

・
南
海
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
で
定
め
る
者
が
管
理
す
る
も
の
に
限

・
南
海
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
で
定
め
る
者
が
管
理
す
る
も
の
に
限

る
。
）
の
統
括
防
火
管
理
者
は
、
第
一
項
の
防
火
対
象
物
の
全
体
に
つ
い
て

る
。
）
を
含
む
も
の
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
は
、
第
一
項
第
四

の

消
防
計
画
に
第
三
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な

号
の
消
防
計
画
に
第
三
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。

ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

６

推
進
地
域
に
所
在
す
る
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物

６

推
進
地
域
に
所
在
す
る
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物

の
う
ち
、
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策

の
う
ち
、
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策

の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
十
三

の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
十
三

号
、
第
十
四
号
及
び
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
施
設
（
日
本
海
溝
・
千
島
海

号
、
第
十
四
号
及
び
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
施
設
（
日
本
海
溝
・
千
島
海

溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
管
理
す
る
も
の
を
除
き
、
日
本
海
溝
・
千

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
管
理
す
る
も
の
を
除
き
、
日
本
海
溝
・
千

島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
伴
い
発
生
す
る
津
波
に
係
る
地
震
防
災
対
策
を

島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
伴
い
発
生
す
る
津
波
に
係
る
地
震
防
災
対
策
を

講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海
溝
・
千
島
海

講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海
溝
・
千
島
海

溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
で
定
め
る
者
が
管
理
す
る
も

溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
で
定
め
る
者
が
管
理
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
統
括
防
火
管
理
者
は
、
第
一
項
の
防
火
対
象
物
の
全
体
に

の
に
限
る
。
）
を
含
む
も
の
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
は
、
第
一

つ
い
て
の

消
防
計
画
に
第
三
条
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け

項
第
四
号
の
消
防
計
画
に
第
三
条
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

７

（
略
）

７

（
略
）

（
統
括
防
火
管
理
者
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
）

第
四
条
の
二

法
第
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
統
括
防
火
管
理
者
の
選

任
又
は
解
任
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
二
の
二
の
二
に
よ
る
届

出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
選
任
の
届
出
に
あ
つ
て
は
、
統
括
防
火
管
理
者
の

資
格
を
証
す
る
書
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
防
火
対
象
物
の
点
検
及
び
報
告
）

（
防
火
対
象
物
の
点
検
及
び
報
告
）

第
四
条
の
二
の
四

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
は
、
一

第
四
条
の
二
の
四

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
は
、
一

年
に
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

年
に
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有

２

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有

す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
行
つ
た
結
果
を
防
火
管
理
維
持
台

す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
行
つ
た
結
果
を
防
火
管
理
維
持
台

帳
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
編
冊
し
た
も
の
を
い
う
。
）
に
記
録
す
る

帳
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
編
冊
し
た
も
の
を
い
う
。
）
に
記
録
す
る

と
と
も
に
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
と
も
に
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

一
の
二

第
三
条
第
一
項
、
第
三
条
の
二
第
一
項
並
び
に
法
第
八
条
の
二
第

一
の
二

第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
並
び
に
法
第
八
条
の
二
第
二
項

四
項
及
び
法
第
八
条
の
二
の
五
第
二
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
写
し

及
び
法
第
八
条
の
二
の
五
第
二
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
写
し

二
～
十

（
略
）

二
～
十

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
防
火
対
象
物
の
点
検
基
準
）

（
防
火
対
象
物
の
点
検
基
準
）

第
四
条
の
二
の
六

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準

第
四
条
の
二
の
六

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
条
の
二
第
一
項
の
届
出
が
さ
れ
て
い
る
こ
と

一

第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
一
項

の
届
出
が
さ
れ
て
い
る
こ
と

。

。

一
の
二
・
二

（
略
）

一
の
二
・
二

（
略
）

三

法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高
層
建
築
物
又
は
令
第
三
条
の
三

三

法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高
層
建
築
物
又
は
令
第
四
条
の
二

に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
で
そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る

に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
で
そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
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も
の
又
は
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
下
街
で
そ
の
管
理
に
つ

も
の
又
は
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
下
街
で
そ
の
管
理
に
つ

い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
消
防
長
若
し
く
は
消
防
署
長
が

い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
消
防
長
若
し
く
は
消
防
署
長
が

指
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
事
項
が
適
切
に
行

指
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
事
項
が
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
。

わ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
防
火
対
象
物
点
検
の
表
示
）

（
防
火
対
象
物
点
検
の
表
示
）

第
四
条
の
二
の
七

法
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
表
示
は
、
同
条
第
一
項
の

第
四
条
の
二
の
七

法
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
表
示
は
、
同
条
第
一
項
の

防
火
対
象
物
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
付
す

防
火
対
象
物
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
付
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号

３

法
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名

二

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名
（
そ
の
管
理

に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
防
火

対
象
物
の
共
同
防
火
管
理
協
議
会
の
代
表
者
の
氏
名
）

三

（
略
）

三

（
略
）

（
防
火
対
象
物
点
検
の
特
例
）

（
防
火
対
象
物
点
検
の
特
例
）
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第
四
条
の
二
の
八

法
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め

第
四
条
の
二
の
八

法
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め

る
基
準
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
消
防
長
又
は
消
防
署
長
の
検
査
に

る
基
準
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
消
防
長
又
は
消
防
署
長
の
検
査
に
お

お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

法
第
八
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
様
式
第
一
号

２

法
第
八
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
様
式
第
一
号

の
二
の
二
の
二
の
三
の
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

の
二
の
二
の
二

の
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

（
防
火
対
象
物
点
検
の
特
例
認
定
の
表
示
）

（
防
火
対
象
物
点
検
の
特
例
認
定
の
表
示
）

第
四
条
の
二
の
九

法
第
八
条
の
二
の
三
第
七
項
の
表
示
は
、
別
表
第
一
の
二

第
四
条
の
二
の
九

法
第
八
条
の
二
の
三
第
七
項
の
表
示
は
、
別
表
第
一
の
二

に
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
防
火
対
象
物
の
見
や
す
い
箇
所
に

に
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
防
火
対
象
物
の
見
や
す
い
箇
所
に

付
す
る
も
の
と
す
る
。

付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
八
条
の
二
の
三
第
七
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号

２

法
第
八
条
の
二
の
三
第
七
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名

二

法
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名
（
そ
の
管
理

に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
防
火

対
象
物
の
共
同
防
火
管
理
協
議
会
の
代
表
者
の
氏
名
）

三

（
略
）

三

（
略
）

（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備

（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備

）

）
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第
三
十
四
条
の
四

（
略
）

第
三
十
四
条
の
四

（
略
）

（
型
式
適
合
検
定
の
方
法
）

第
三
十
四
条
の
五

法
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
型
式
適
合
検
定

の
方
法
は
、
立
会
い
方
式
に
よ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
製
造
工
程
に
お

け
る
検
査
の
信
頼
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
審
査
方
式
に
よ
る
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

型
式
適
合
検
定
は
、
協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
の
指
定
し
た
日
時
に
、
協

会
又
は
登
録
検
定
機
関
の
指
定
し
た
場
所
に
お
い
て
行
う
。

（
立
会
い
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
の
方
法
）

第
三
十
四
条
の
六

立
会
い
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
の
方
法
は
、
協
会
又

は
登
録
検
定
機
関
が
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
場
所
に
お
い

て
、
協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
の
職
員
の
立
会
い
の
下
に
、
日
本
工
業
規
格

Ｚ
九
〇
一
五
―
一
に
よ
る
抜
取
検
査
方
式
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
と
し
て

消
防
庁
長
官
が
認
め
る
方
法
（
次
条
に
お
い
て
「
型
式
適
合
検
定
抜
取
検
査

方
式
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
、
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に

、
所
要
の
数
を
抜
き
取
り
、
当
該
検
定
対
象
機
械
器
具
等
が
法
第
二
十
一
条

の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
型
式
承
認
を
受
け
た
型
式
に
適
合
し
て
い
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
デ
ー
タ
審
査
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
の
方
法
）

第
三
十
四
条
の
七

デ
ー
タ
審
査
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
デ
ー
タ
審
査
方
式
申
請
者
」
と
い
う
。

）
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
十
二
の
申
請
書
に
よ
り
そ
の
旨
を
協
会
又
は
登

録
検
定
機
関
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
請
に
係
る
型
式
が
次

の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
型
式
に
つ
い

て
、
デ
ー
タ
審
査
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
型
式
が
、
直
近
の
立
会
い
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
に
お
い
て

、
少
な
く
と
も
十
回
以
上
連
続
し
て
合
格
し
て
い
る
こ
と
。

二

お
お
む
ね
三
ヶ
月
以
内
ご
と
に
当
該
型
式
に
係
る
検
定
対
象
機
械
器
具

等
の
型
式
適
合
検
定
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

当
該
型
式
に
係
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
を
製
造
す
る
工
場
、
事
業
所

及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
に
お
い
て
、
品
質
を
確
保
す
る
管
理
体
制
が

確
立
し
て
い
る
こ
と
。

３

協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
デ
ー
タ
審
査
方
式
に

よ
る
型
式
適
合
検
定
を
行
う
場
合
に
は
、
デ
ー
タ
審
査
方
式
申
請
者
に
対
し

、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

デ
ー
タ
審
査
方
式
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
手
続

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

デ
ー
タ
審
査
方
式
申
請
者
は
、
製
造
工
場
等
に
お
い
て
、
型
式
適
合
検
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定
抜
取
検
査
方
式
を
用
い
て
、
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に

、
所
要
の
数
を
抜
き
取
り
、
当
該
検
定
対
象
機
械
器
具
等
が
法
第
二
十
一

条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
型
式
承
認
を
受
け
た
型
式
に
適
合
し
て

い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

二

デ
ー
タ
審
査
方
式
申
請
者
は
、
前
号
の
検
査
の
結
果
を
、
速
や
か
に
、

協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
に
報
告
す
る
。

三

協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
検
査

の
結
果
を
確
認
し
、
当
該
検
査
に
係
る
審
査
結
果
を
、
速
や
か
に
、
デ
ー

タ
審
査
方
式
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
に
係
る
申
請
書
並
び
に
見
本
及

（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
に
係
る
申
請
書
並
び
に
見
本
及

び
書
類
）

び
書
類
）

第
三
十
五
条

法
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
対
象
機
械
器

第
三
十
五
条

法
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
対
象
機
械
器

具
等
に
つ
い
て
の
試
験
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
二
号
（
型
式
承
認
を
受
け

具
等
に
つ
い
て
の
試
験
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
二
号
（
型
式
承
認
を
受
け

て
い
る
型
式
と
重
要
で
な
い
部
分
が
異
な
る
型
式
を
有
す
る
検
定
対
象
機
械

て
い
る
型
式
と
重
要
で
な
い
部
分
が
異
な
る
型
式
を
有
す
る
検
定
対
象
機
械

器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
の
申
請
に
あ
つ
て
は
、
別
記
様
式
第
三
号
）
に
よ

器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
の
申
請
に
あ
つ
て
は
、
別
記
様
式
第
三
号
）
に
よ

る
申
請
書
正
副
二
通
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
申
請
書
正
副
二
通
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

４

法
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一

消
防
の
用
に
供
す
る
機
械
器
具
に
つ
い
て
は
、
設
計
図
二
部

一

消
防
の
用
に
供
す
る
機
械
器
具
に
つ
い
て
は
、
設
計
図
二
部

二

明
細
書
（
消
火
器
用
消
火
薬
剤
に
つ
い
て
は
、
成
分
明
細
書
）
二
部

二

明
細
書
（
消
火
器
用
消
火
薬
剤
に
つ
い
て
は
、
成
分
明
細
書
）
二
部
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三

工
場
設
備
概
要
調
書
（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
製
造
設
備
及
び
検
査

三

工
場
設
備
概
要
調
書
（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
製
造
設
備
及
び
検
査

設
備
の
概
要
を
記
載
し
た
も
の
）
一
部

設
備
の
概
要
を
記
載
し
た
も
の
）
一
部

四

社
内
試
験
成
績
表
一
部

四

社
内
試
験
成
績
表
一
部

五

製
造
工
程
概
要
調
書
（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
製
造
過
程
の
概
要
を

記
載
し
た
も
の
）
一
部

六

検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
技
術
上
の
規
格
に
関
す
る
社
内
に
お
け
る
検

査
体
制
に
係
る
調
書
一
部

５

（
略
）

５

（
略
）

（
型
式
適
合
検
定
の
申
請
書
）

（
個
別
検
定
の
申
請
書
及
び
方
法
）

第
三
十
九
条

法
第
二
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
型
式
適
合
検
定
の
申
請
は

第
三
十
九
条

法
第
二
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
個
別
検
定

の
申
請
は

、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
申
請
書
正
副
二
通
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
申
請
書
正
副
二
通
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
が
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

な
い
。

す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
協
会
又

は
登
録
検
定
機
関
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
個
別
検
定
は
、
協
会
又
は
登
録
検
定

機
関
の
指
定
し
た
日
時
に
、
協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
の
指
定
し
た
場
所
に

お
い
て
行
う
。

（
検
定
等
を
行
う
場
所
の
特
例
）

（
検
定
等
を
行
う
場
所
の
特
例
）

第
三
十
九
条
の
二

災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
こ
と
、
見
本
の

第
三
十
九
条
の
二

災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
こ
と
、
見
本
の
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運
搬
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
検
査
設
備
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
そ
の
他

運
搬
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
検
査
設
備
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
そ
の
他

特
別
の
事
情
に
よ
り
、
協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
の
指
定
し
た
場
所
に
お
い

特
別
の
事
情
に
よ
り
、
協
会
又
は
登
録
検
定
機
関
の
指
定
し
た
場
所
に
お
い

て
試
験
又
は
型
式
適
合
検
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
章
の
二
に
お
い
て
「

て
試
験
又
は
個
別
検
定

（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
章
の
二
に
お
い
て
「

検
定
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
協
会
又
は

検
定
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
協
会
又
は

登
録
検
定
機
関
が
認
め
る
と
き
は
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
前
条
第
二
項

登
録
検
定
機
関
が
認
め
る
と
き
は
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
前
条
第
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
検
定
等
の
申
請
を
し
た
者
（
次
項
に
お
い
て
「
申

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
検
定
等
の
申
請
を
し
た
者
（
次
項
に
お
い
て
「
申

請
者
」
と
い
う
。
）
の
希
望
す
る
場
所
に
お
い
て
検
定
等
を
行
う
こ
と
が
で

請
者
」
と
い
う
。
）
の
希
望
す
る
場
所
に
お
い
て
検
定
等
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
検
査
の
方
法
等
）

（
適
合
の
表
示
）

第
四
十
四
条

法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
方

第
四
十
四
条

法
は
、
製
造
又
は
輸
入
さ
れ
た
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
形
状
、
構
造

、
材
質
、
成
分
及
び
性
能
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
形
状
等
」
と
い
う
。

）
が
法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
自

主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
形
状
等
及
び
法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
一

項
の
表
示
を
付
す
位
置
を
記
載
し
た
設
計
図
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

設
計
図
書
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
適
切
な

検
査
設
備
及
び
検
査
方
法
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
す
べ
き
表
示
は
、

①

法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
す
べ
き
表
示
は
、

別
表
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。

別
表
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。

３

法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
主
表
示
対
象
機
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械
器
具
等
の
製
造
又
は
輸
入
を
業
と
す
る
者
が
検
査
記
録
に
記
載
す
べ
き
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
種
類
及
び
型
式

二

検
査
に
用
い
た
設
計
図
書

三

検
査
の
項
目
、
内
容
及
び
判
定
方
法

四

検
査
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
場
所

五

検
査
に
使
用
し
た
設
備
及
び
測
定
機
器

六

検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七

検
査
を
行
つ
た
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
数
量

八

検
査
の
結
果

九

第
一
項
の
設
計
図
書
、
検
査
設
備
又
は
検
査
方
法
を
変
更
し
た
場
合
は

、
そ
の
変
更
履
歴

４

法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
記
録
を
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
は
、
検
査
の
日
か
ら
五
年
と
す
る
。

５

第
三
項
に
規
定
す
る
検
査
記
録
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
電
磁
的

方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

よ
り
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、

電
磁
的
方
法
に
よ
り
同
項
の
検
査
記
録
を
保
存
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
検

査
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
製
造
業
者
等
の
届
出
）

（
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
製
造
業
者
等
の
届
出
）

第
四
十
四
条
の
二

法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

第
四
十
四
条
の
二

法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
型
式
ご
と
に
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

は
、
別
記
様
式
第
九
号

に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
四
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

２

法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
四
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

表
示
を
付
そ
う
と
す
る
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
種
類
及
び
型
式

一

表
示
を
付
そ
う
と
す
る
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
種
類
及
び
型
式

二

表
示
を
付
そ
う
と
す
る
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
が
法
第
二
十
一
条

の
十
六
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
当
該
自
主
表
示
対

象
機
械
器
具
等
に
係
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
書
類

三

表
示
を
付
そ
う
と
す
る
者
が
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
輸
入
を
業

二

表
示
を
付
そ
う
と
す
る
者
が
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
輸
入
を
業

と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等

と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等

の
製
造
を
業
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

の
製
造
を
業
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

３

（
略
）

３

（
略
）

（
検
定
等
の
方
法
）

（
検
定
等
の
方
法
）

第
四
十
四
条
の
七

法
第
二
十
一
条
の
四
十
九
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

第
四
十
四
条
の
七

法
第
二
十
一
条
の
四
十
九
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号

技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号

に
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
十
一
条
の
四
十
五
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

二

法
第
二
十
一
条
の
四
十
五
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
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こ
れ
ら
の
規
定
に
掲
げ
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
試
験
及
び
型
式
適
合

こ
れ
ら
の
規
定
に
掲
げ
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
試
験
及
び
個
別
検
定

検
定
を
第
三
十
四
条
の
五
か
ら
第
三
十
四
条
の
七
ま
で
及
び
第
三
十
六
条

を
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

（
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画
）

（
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画
）

第
五
十
一
条
の
八

防
災
管
理
者
は
、
令
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
五
十
一
条
の
八

防
災
管
理
者
は
、
令
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
状
況
並
び
に
そ
の

、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
状
況
並
び
に
そ
の

使
用
状
況
等
に
応
じ
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
建
築

使
用
状
況
等
に
応
じ
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
建
築

物
そ
の
他
の
工
作
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
指
示
を
受
け
て

物
そ
の
他
の
工
作
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
指
示
を
受
け
て

防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
作
成
し
、
別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
届
出
書

防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
作
成
し
、
別
記
様
式
第
十
四
号

の
届
出
書

に
よ
り
そ
の
旨
を
所
轄
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
よ
り
そ
の
旨
を
所
轄
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

い
。
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一

防
災
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

一

防
災
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

避
難
の
訓
練
そ
の
他
防
災
管
理
上
必
要
な
訓
練
の
定
期
的
な
実
施
に

ホ

避
難
の
訓
練
そ
の
他
防
災
管
理
上
必
要
な
訓
練
の

実
施
に

関
す
る
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

ヘ
～
チ

（
略
）

ヘ
～
チ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

第
三
条
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計

２

第
三
条
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計

画
の
作
成
又
は
変
更
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
二
項

画
の
作
成
又
は
変
更
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
二
項

中
「
防
火
管
理
上
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
上
」
と
、
「
防
火
対
象
物
」

中
「
防
火
管
理
上
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
上
」
と

と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、
「
勤
務
し
て
い
る
者
に
限

、
「
勤
務
し
て
い
る
者
に
限
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る
。
第
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
二
号
ハ
及
び
第

る
。
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
二
号
ハ

及
び
第

二
十
九
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
勤
務
し
て
い
る
者
に

二
十
九
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
勤
務
し
て
い
る
者
に

限
る
。
」
と
、
「
防
火
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
者
」
と
、
「
業

限
る
。
」
と
、
「
防
火
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
者
」
と
、
「
業

務
（
法
第
十
七
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
る
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防

務
（
法
第
十
七
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
る
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防

用
設
備
等
に
つ
い
て
の
点
検
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

用
設
備
等
に
つ
い
て
の
点
検
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
業
務
」
と
、
「
所
在
地
。
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て

と
あ
る
の
は
「
業
務
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
防
火
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
所
在
地
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
防
火
対
象
物
」

と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、
「
防
火
管
理
者
」
と
あ
る

の
は
「
防
災
管
理
者
」
と

「
防
災
管
理
者
」
と
、
「
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
に
係

、
同
条
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
中
「
令
第
一
条
の
二
第
三
項

る
」
と
、
同
条
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
中
「
令
第
一
条
の
二
第
三
項

第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
四
十
六
条
」
と
、
「
防
火
対
象
物
」
と
あ
る

第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
四
十
六
条
」
と

の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、
「
防
火
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「

、
「
防
火
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「

防
災
管
理
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

防
災
管
理
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
防
災
管
理
者
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
）

（
防
災
管
理
者
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
）

第
五
十
一
条
の
九

第
三
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い

第
五
十
一
条
の
九

第
四
条
の
規
定

は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
防
災
管
理
者
の
選
任
又
は
解

て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
防
災
管
理
者
の
選
任
又
は
解

任
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

任
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
中

「
別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
記
様
式
第
十
五
号
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
統
括
防
災
管
理
者
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
た
め
の
要
件
）

第
五
十
一
条
の
十
一

第
三
条
の
三
の
規
定
は
、
令
第
四
十
八
条
の
二
の
総
務

省
令
で
定
め
る
要
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条

の
三
中
「
防
火
対
象
物
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、

「
防
火
管
理
上
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
上
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計

（
共
同
防
災
管
理
の
協
議
を
す
べ
き
事
項
）

画
）

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二

第
四
条
の
規
定

は
、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作

第
五
十
一
条
の
十
一

第
四
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お

物
の
全
体
に
つ
い
て
の
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画
の
作
成
又
は
変
更
に
つ

い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
柱
書
き
中
「
統
括

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び

防
火
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
統
括
防
災
管
理
者
」
と
、
「
防
火
対
象
物
の

第
二
号
中
「
共
同
防
火
管
理
協
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
防
災
管
理
協
議

位
置
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
位
置
」
と
、
「
防
火
対

会
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
防
火
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
者
」

象
物
の
管
理
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
管
理
」
と
、
同

と
、
「
防
火
管
理
上
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
上
」
と
、
同
項
第
四
号
中

項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
防
火
対
象
物
」
と
あ
る
の

「
消
火
、
通
報
、
避
難
の
訓
練
」
と
あ
る
の
は
「
避
難
の
訓
練
」
と
、
「
防

は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
防
火

火
管
理
上
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
上
」
と
、
同
項
第
五
号

管
理
上
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
上
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
消
火
、
通

報
及
び
避
難
の
訓
練
そ
の
他
防
火
対
象
物
」
と
あ
る
の
は
「
避
難
の
訓
練
そ

の
他
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
避
難
口
、
安
全
区

中
「
避
難
口
、
安
全
区

画
、
防
煙
区
画
」
と
あ
る
の
は
「
避
難
口
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
火
災
、

画
、
防
煙
区
画
」
と
あ
る
の
は
「
避
難
口
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
火
災
、

地
震
そ
の
他
の
災
害
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
四
十
五
条
に
掲
げ
る
災
害
」
と

地
震
そ
の
他
の
災
害
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
四
十
五
条
に
掲
げ
る
災
害
」
と
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、
「
消
火
活
動
、
通
報
連
絡
」
と
あ
る
の
は
「
通
報
連
絡
」
と
、
同
項
第
六

、
「
消
火
活
動
、
通
報
連
絡
」
と
あ
る
の
は
「
通
報
連
絡
」
と
、
同
項
第
七

号
中
「
火
災
の
際
の
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
四
十
五
条
に
掲
げ
る
災
害
が
発

号
中
「
火
災
の
際
の
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
四
十
五
条
に
掲
げ
る
災
害
が
発

生
し
た
場
合
に
お
け
る
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
防
火
管
理
」
と
あ
る
の
は

生
し
た
場
合
に
お
け
る
」
と
、
同
項
第
八
号
中
「
共
同
防
火
管
理
」
と
あ
る

「
防
災
管
理
」
と

、
同
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
第

の
は
「
共
同
防
災
管
理
」
と
、
同
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
第

八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条

八
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
と

第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、
「
統
括
防
火
管
理
者

」
と
あ
る
の
は
「
統
括
防
災
管
理
者
」
と
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項

、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項

中
「
第
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
一
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

中
「
第
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
一
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
三
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
第
三
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
統
括
防
災
管
理
者
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
）

第
五
十
一
条
の
十
一
の
三

第
四
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
統
括
防
災
管
理

者
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
防
災
管
理
点
検
及
び
報
告
）

（
防
災
管
理
点
検
及
び
報
告
）

第
五
十
一
条
の
十
二

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の

第
五
十
一
条
の
十
二

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の

管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
は
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条

管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
は
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条

の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
行
つ
た
結
果
を
防
災
管
理
維
持
台

の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
行
つ
た
結
果
を
防
災
管
理
維
持
台

帳
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
編
冊
し
た
も
の
を
い
う
。
）
に
記
録
す
る
と
と
も

帳
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
編
冊
し
た
も
の
を
い
う
。
）
に
記
録
す
る
と
と
も

に
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）
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二

第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第

二

第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第

三
条
の
二
第
一
項
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八

四
条
第
一
項

、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八

条
の
二
第
四
項
及
び
法
第
八
条
の
二
の
五
第
二
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の

条
の
二
第
二
項
及
び
法
第
八
条
の
二
の
五
第
二
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の

写
し

写
し

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
防
災
管
理
点
検
の
点
検
基
準
）

（
防
災
管
理
点
検
の
点
検
基
準
）

第
五
十
一
条
の
十
四

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条

第
五
十
一
条
の
十
四

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条

の
二
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

の
二
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一

第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
届
出
及
び
第
五
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準

一

第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
届
出
及
び
第
五
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準

用
す
る
第
三
条
の
二
第
一
項
の
届
出
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

用
す
る
第
四
条
第
一
項

の
届
出
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

（
防
災
管
理
点
検
の
表
示
）

（
防
災
管
理
点
検
の
表
示
）

第
五
十
一
条
の
十
五

第
四
条
の
二
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
法
第

第
五
十
一
条
の
十
五

第
四
条
の
二
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
法
第

三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
表
示

三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
表
示

に
つ
い
て
、
第
四
条
の
二
の
七
第
三
項
の
規
定
は
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に

に
つ
い
て
、
第
四
条
の
二
の
七
第
三
項
の
規
定
は
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
の
二
の
七
第
一
項
及

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
の
二
の
七
第
一
項
第

び
第
二
項
中
「
防
火
対
象
物
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」

一
号
中
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と
、
同
条
第
一
項
柱
書
き
中
「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六

条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
第
四
条
の
二
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の

「
第
四
条
の
二
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
の
二
の
四
第

は
「
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
の
二
の
四
第

一
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
基
準
（
同
条
第
二
項

一
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
基
準
（
同
条
第
二
項

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
五

十
一
条
の
十
四
に
掲
げ
る
基
準
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
一
」
と
あ

十
一
条
の
十
四
に
掲
げ
る
基
準
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
一
」
と
あ

る
の
は
「
別
表
第
五
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
法
第
八
条
の
二
の
二

る
の
は
「
別
表
第
五
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
共
同
防
火
管
理
協
議

第
一
項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
第
一

会
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
防
災
管
理
協
議
会
」
と

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
権
原
を
有
す
る
者
の

氏
名
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
」
と
あ
る
の
は
「

、
同
項
第
三
号
中
「
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
」
と
あ
る
の
は
「

防
災
管
理
点
検
資
格
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

防
災
管
理
点
検
資
格
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
防
災
管
理
点
検
の
特
例
認
定
の
表
示
）

（
防
災
管
理
点
検
の
特
例
認
定
の
表
示
）

第
五
十
一
条
の
十
七

第
四
条
の
二
の
九
第
一
項
の
規
定
は
法
第
三
十
六
条
第

第
五
十
一
条
の
十
七

第
四
条
の
二
の
九
第
一
項
の
規
定
は
法
第
三
十
六
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
三
第
七
項
の
表
示
に
つ
い
て
、

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
三
第
七
項
の
表
示
に
つ
い
て
、

第
四
条
の
二
の
九
第
二
項
の
規
定
は
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

第
四
条
の
二
の
九
第
二
項
の
規
定
は
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
八
条
の
二
の
三
第
七
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準

す
る
法
第
八
条
の
二
の
三
第
七
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
の
二
の
九
第
一
項
中
「
別
表
第
一

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
の
二
の
九
第
一
項
中
「
別
表
第
一

の
二
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
六
」
と
、
「
防
火
対
象
物
」
と
あ
る
の
は
「

の
二
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
六
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
共
同
防

建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
第
八
条
の
二

火
管
理
協
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
防
災
管
理
協
議
会
」
と

の
三
第
四
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
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用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
三
第
四
項
第
一
号
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
法
第

八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
権
原

を
有
す
る
者
の
氏
名
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
防
火
対
象
物
点
検
及
び
防
災
管
理
点
検
の
表
示
）

（
防
火
対
象
物
点
検
及
び
防
災
管
理
点
検
の
表
示
）

第
五
十
一
条
の
十
八

法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
表
示
は
、
同
条
第
一
項
の
建

第
五
十
一
条
の
十
八

法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
表
示
は
、
同
条
第
一
項
の
建

築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
う
ち
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
防
火
対
象
物

築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
う
ち
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
防
火
対
象
物

で
あ
る
も
の
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
付
す
る
こ
と

で
あ
る
も
の
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
付
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

が
で
き
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
表
示
は
、
別
表
第
七
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
行

２

法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
表
示
は
、
別
表
第
七
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
行

う
も
の
と
し
、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
す
る
も
の

う
も
の
と
し
、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
す
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

３

法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲

３

法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一

二

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一

項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名

項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名
（
そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て

い
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
建
築
物
そ
の
他
の
工

作
物
の
共
同
防
火
管
理
協
議
会
の
代
表
者
及
び
共
同
防
災
管
理
協
議
会
の

代
表
者
の
氏
名
）
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三

（
略
）

三

（
略
）

（
防
火
対
象
物
点
検
の
特
例
認
定
及
び
防
災
管
理
点
検
の
特
例
認
定
の
表
示

（
防
火
対
象
物
点
検
の
特
例
認
定
及
び
防
災
管
理
点
検
の
特
例
認
定
の
表
示

）

）

第
五
十
一
条
の
十
九

法
第
三
十
六
条
第
五
項
の
表
示
は
、
別
表
第
八
に
定
め

第
五
十
一
条
の
十
九

法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
表
示
は
、
別
表
第
八
に
定
め

る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
見
や
す
い
箇

る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
見
や
す
い
箇

所
に
付
す
る
も
の
と
す
る
。

所
に
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
六
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も

２

法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
三
第
一

二

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
三
第
一

項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名

項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名
（
そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て

い
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
建
築
物
そ
の
他
の
工

作
物
の
共
同
防
火
管
理
協
議
会
の
代
表
者
及
び
共
同
防
災
管
理
協
議
会
の

代
表
者
の
氏
名
）

三

（
略
）

三

（
略
）
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（

5
1

）

（

）

別
記

様
式

第
１

号
の

２
第

３
条

第
条

の
８

関
係

別
記

様
式

第
１

号
の

２
第

３
条

、
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（

5
1

）

（

）

別
記

様
式

第
１

号
の

２
の

２
第

３
条

の
２

第
条

の
９

関
係

別
記

様
式

第
１

号
の

２
の

２
第

４
条

関
係

、



- 30 -

（

5
1

1
1

）

別
記

様
式

第
１

号
の

２
の

２
の

２
第

４
条

第
条

の
の

２
関

係
、

（

）
略

別
記

様
式

第
１

号
の

２
の

２
の

２
の

２
第

４
条

の
２

第
条

の
の

３
関

（

5
1

1
1

、

）

係

（

）

略

（

）

（

）

別
記

様
式

第
１

号
の

２
の

２
の

２
の

３
第

４
条

の
２

の
８

関
係

記
様

式
第

１
号

の
２

の
２

の
２

第
４

条
の

２
の

８
関

係

（

）

（

）

略
略

1
1

（

3
4

）
1
1

（

3
4

）

別
記

様
式

第
１

号
の

第
条

の
２

の
３

関
係

別
記

様
式

第
１

号
の

第
条

の
２

の
３

関
係

（

）

（

）

略
略

1
2

（

3
4

）

別
記

様
式

第
１

号
の

第
条

の
７

関
係

（

）

略

（

3
4

）

（

3
4

）

別
記

様
式

第
２

号
第

条
の

２
の

３
関

係
別

記
様

式
第

２
号

第
条

の
２

の
３

関
係

（

）

（

）

略
略
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（

3
9

）

（

3
9

）

別
記

様
式

第
７

号
第

条
関

係
別

記
様

式
第

７
号

第
条

関
係
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1
4

（

5
1

）

別
記

様
式

第
号

第
条

の
８

関
係

（
略
）

1
5

（

5
1

）

別
記

様
式

第
号

第
条

の
９

関
係

（
略
）
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○

日
本
消
防
検
定
協
会
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
（
第
二
条
関
係
）（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
十
一
条
の
三
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

第
二
十
一
条
の
三
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
型
式
適
合
検
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
個
別
検
定

に
関
す
る
こ
と
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

六

依
頼
に
応
じ
、
消
防
の
用
に
供
す
る
機
械
器
具
等
に
関
す
る
評
価
に
関

六

消
防
の
用
に
供
す
る
機
械
器
具
等
の
鑑
定

に
関

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

七

（
略
）

七

（
略
）
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○

日
本
消
防
検
定
協
会
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
自
治
省
令
第
二
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
事
業
計
画
）

（
事
業
計
画
）

第
二
条

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
二
条

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
一
条
の
三
十
九
の
事
業
計
画
に
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
計

う
。
）
第
二
十
一
条
の
三
十
九
の
事
業
計
画
に
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
計

画
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

画
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
型
式
適
合
検
定

二

検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
個
別
検
定

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

依
頼
に
応
じ
、
消
防
の
用
に
供
す
る
機
械
器
具
等
に
関
す
る
評
価

五

消
防
の
用
に
供
す
る
機
械
器
具
等
の
鑑
定

六

（
略
）

六

（
略
）
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○

総
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
一
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
消
防
研
究
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
）

（
消
防
研
究
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
）

第
三
百
三
十
二
条

消
防
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

第
三
百
三
十
二
条

消
防
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

消
防
法
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
十
一
条

四

消
防
法
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
十
一
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
又
は

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
又
は

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
型
式
適
合
検
定
を
行
う
こ
と
。

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
別
検
定

を
行
う
こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

（
技
術
研
究
部
の
所
掌
事
務
）

（
技
術
研
究
部
の
所
掌
事
務
）

第
三
百
三
十
七
条

技
術
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
百
三
十
七
条

技
術
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

消
防
法
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
十
一
条

二

消
防
法
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
十
一
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
又
は

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
又
は

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
型
式
適
合
検
定
を
行
う
こ
と
。

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
別
検
定

を
行
う
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）
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○

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
（
第
五
条
関
係

）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

法
令
名

条
項

法
令
名

条
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

消
防
法
施

第
一
条
の
四
第
二
項
、
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
（
同
条
第

消
防
法
施

第
一
条
の
四
第
二
項
、
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
（
同
条
第

行
規
則
（

二
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
四
条
の

行
規
則
（

二
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
四
条
の

昭
和
三
十

六
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
五
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
七

昭
和
三
十

六
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
五
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
七

六
年
自
治

第
二
項
及
び
第
四
十
四
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

六
年
自
治

第
二
項
及
び
第
四
十
四
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

省
令
第
六

場
合
を
含
み
、
第
一
条
の
四
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
に
つ

省
令
第
六

場
合
を
含
み
、
第
一
条
の
四
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
に
つ

号
）

い
て
は
、
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
四
条
の
六
第
四
項

号
）

い
て
は
、
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
四
条
の
六
第
四
項

、
第
三
十
一
条
の
五
第
四
項
及
び
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項

、
第
三
十
一
条
の
五
第
四
項
及
び
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
第
一
項
、

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
第
一
項
、

第
四
条
、
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
（
第
五
十
一
条
の
十
二

第
四
条
、
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
、
第
四
条
の
二
の
八
第

第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条
の
二
の
八

七
項

第
七
項
（
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
四
条
の
四
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
三
第
一

、
第
四
条
の
四
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
三
第
一

項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
四
項
、

項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
四
項
、

第
三
十
三
条
の
七
、
第
三
十
三
条
の
十
三
第
一
項
、
第
三
十

第
三
十
三
条
の
七
、
第
三
十
三
条
の
十
三
第
一
項
、
第
三
十



- 37 -

三
条
の
十
五
、
第
三
十
三
条
の
十
六
、
第
三
十
三
条
の
十
八

三
条
の
十
五
、
第
三
十
三
条
の
十
六
、
第
三
十
三
条
の
十
八

、
第
三
十
四
条
の
二
の
二
、
第
三
十
四
条
の
二
の
三
、
第
三

、
第
三
十
四
条
の
二
の
二
、
第
三
十
四
条
の
二
の
三
、
第
三

十
八
条
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び

十
八
条
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項
（
同
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
四
条
の
三
第

第
二
項
（
同
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
四
条
の
三
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条

の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第

の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第

四
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
六
、
第
四
十
四
条

四
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
六
、
第
四
十
四
条

の
九
（
同
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
四
条
の
十
第
二

の
九
（
同
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
四
条
の
十
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条
の

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条
の

十
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
十
二
、
第
五
十
一
条
の
八
第
一

十
第
一
項
並
び
に
第
四
十
四
条
の
十
二

項
並
び
に
第
五
十
一
条
の
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
（
第
六
条
関
係

）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

法
令
名

条
項

法
令
名

条
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

消
防
法
施

第
一
条
の
四
第
二
項
、
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
（
同
条
第

消
防
法
施

第
一
条
の
四
第
二
項
、
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
（
同
条
第

行
規
則
（

二
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
四
条
の

行
規
則
（

二
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
四
条
の

昭
和
三
十

六
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
五
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
七

昭
和
三
十

六
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
五
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
七

六
年
自
治

第
二
項
及
び
第
四
十
四
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

六
年
自
治

第
二
項
及
び
第
四
十
四
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

省
令
第
六

場
合
を
含
み
、
第
一
条
の
四
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
に
つ

省
令
第
六

場
合
を
含
み
、
第
一
条
の
四
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
に
つ

号
）

い
て
は
、
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
四
条
の
六
第
四
項

号
）

い
て
は
、
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
四
条
の
六
第
四
項

、
第
三
十
一
条
の
五
第
四
項
及
び
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項

、
第
三
十
一
条
の
五
第
四
項
及
び
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
第
一
項
、

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
第
一
項
、

第
四
条
、
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
（
第
五
十
一
条
の
十
二

第
四
条
、
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
（
第
五
十
一
条
の
十
二

第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条
の
二
の
八

第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条
の
二
の
八

第
七
項
（
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を

第
七
項
（
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
四
条
の
四
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
三
第
一

含
む
。
）
、
第
四
条
の
四
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
三
第
一

項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
四
項
、

項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
四
項
、

第
三
十
三
条
の
七
、
第
三
十
三
条
の
十
三
第
一
項
、
第
三
十

第
三
十
三
条
の
七
、
第
三
十
三
条
の
十
三
第
一
項
、
第
三
十
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三
条
の
十
五
、
第
三
十
三
条
の
十
六
、
第
三
十
三
条
の
十
八

三
条
の
十
五
、
第
三
十
三
条
の
十
六
、
第
三
十
三
条
の
十
八

、
第
三
十
四
条
の
二
の
二
、
第
三
十
四
条
の
二
の
三
、
第
三

、
第
三
十
四
条
の
二
の
二
、
第
三
十
四
条
の
二
の
三

十
四
条
の
七
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条

、
第
四

、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
四

十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、

十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、

第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
四

。
）
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
四

条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
四
条

条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
四
条

の
六
、
第
四
十
四
条
の
九
（
同
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
第

の
六
、
第
四
十
四
条
の
九
（
同
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
第

四
十
四
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

四
十
四
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
四
十
四
条
の
十
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
十
二
、
第

）
、
第
四
十
四
条
の
十
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
十
二
、
第

五
十
一
条
の
八
第
一
項
並
び
に
第
五
十
一
条
の
九

五
十
一
条
の
八
第
一
項
並
び
に
第
五
十
一
条
の
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
（
第
七
条
関
係

）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

法
令
名

条
項

法
令
名

条
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

消
防
法
施

第
一
条
の
四
第
二
項
、
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
（
同
条
第

消
防
法
施

第
一
条
の
四
第
二
項
、
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
（
同
条
第

行
規
則
（

二
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
四
条
の

行
規
則
（

二
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
四
条
の

昭
和
三
十

六
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
五
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
七

昭
和
三
十

六
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
五
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
七

六
年
自
治

第
二
項
及
び
第
四
十
四
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

六
年
自
治

第
二
項
及
び
第
四
十
四
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

省
令
第
六

場
合
を
含
み
、
第
一
条
の
四
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
に
つ

省
令
第
六

場
合
を
含
み
、
第
一
条
の
四
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
に
つ

号
）

い
て
は
、
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
四
条
の
六
第
四
項

号
）

い
て
は
、
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
四
条
の
六
第
四
項

、
第
三
十
一
条
の
五
第
四
項
及
び
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項

、
第
三
十
一
条
の
五
第
四
項
及
び
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
第
一
項
、

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
第
一
項
、

第
三
条
の
二
、
第
四
条
第
一
項
、
第
四
条
の
二
、
第
四
条
の

第
四
条

、
第
四
条
の

二
の
四
第
三
項
（
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
で
準
用
す
る

二
の
四
第
三
項
（
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
で
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条
の
二
の
八
第
七
項
（
第
五
十
一

場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条
の
二
の
八
第
七
項
（
第
五
十
一

条
の
十
六
第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条

条
の
十
六
第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条

の
四
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第

の
四
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第

三
十
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
三
条
の
七
、

三
十
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
三
条
の
七
、
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第
三
十
三
条
の
十
三
第
一
項
、
第
三
十
三
条
の
十
五
、
第
三

第
三
十
三
条
の
十
三
第
一
項
、
第
三
十
三
条
の
十
五
、
第
三

十
三
条
の
十
六
、
第
三
十
三
条
の
十
八
、
第
三
十
四
条
の
二

十
三
条
の
十
六
、
第
三
十
三
条
の
十
八
、
第
三
十
四
条
の
二

の
二
、
第
三
十
四
条
の
二
の
三
、
第
三
十
四
条
の
七
、
第
三

の
二
、
第
三
十
四
条
の
二
の
三
、
第
三
十
四
条
の
七
、
第
三

十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項

十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項

（
同
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
に

（
同
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条
の
二
第

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
四

一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
四

条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
六
、
第
四
十
四
条
の
九
（

条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
六
、
第
四
十
四
条
の
九
（

同
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
四
条
の
十
第
二
項
に
お

同
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
四
条
の
十
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条
の
十
第
一

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条
の
十
第
一

項
、
第
四
十
四
条
の
十
二
、
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
、
第

項
、
第
四
十
四
条
の
十
二
、
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
並
び

五
十
一
条
の
九
、
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
並
び
に
第
五
十

に
第
五
十
一
条
の
九

一
条
の
十
一
の
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



○
消
防
庁
告
示
第
十
二
号

消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
、
消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平

成
二
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
二
号
）
並
び
に
消
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
総
務
省
令
第

九
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

消
防
庁
長
官

岡
崎

浩
巳

（
消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
火
対
象
物
の
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様

式
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
一
条

消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
火
対
象
物
の
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書

の
様
式
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
消
防
庁
告
示
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
二
（
そ
の
３
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（その３） 

 

点検項目 
点 検 結 果 

状 況 及 び 措 置 内 容 
判 定 不 備 内 容 

避 難 上 必 要 な 施 設 
及 び 防 火 戸 の 管 理 

□ 適    

□ 否 

防 炎 物 品 の 表 示 
□ 適   

□ 否 

圧縮アセチレンガス等の 
貯蔵又は取扱いの届出 

□ 適    

□ 否 
備考  １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。 
    ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入

するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。 
    ３ 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。 
    ４ 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。 

点検項目 
点 検 結 果 

状 況 及 び 措 置 内 容 
判 定 不 備 内 容 

届 

出 

統括防火管理者選任 
（ 解 任 ） 

□ 適    
□ 否 

全 体 に つ い て の 
消 防 計 画 
作 成 （ 変 更 ） 

□ 適    

□ 否 



（
消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
六
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
火
対
象
物
の
点
検
基

準
に
係
る
事
項
等
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
条

消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
六
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
火
対
象
物
の
点

検
基
準
に
係
る
事
項
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
消
防
庁
告
示
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
中
「
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
項
の
事
項
の
作
成
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
事
項
」
を
「
規
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
四
条
の
二
第
一
項

」
に
改
め
、
第
三
第
二
十
二
号
中
「
法
」
を
「
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

」
に
改
め
る
。

（
消
防
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
防
災
管
理
の
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
三
条

消
防
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
防
災
管
理
の
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
九
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



別
記
様
式
第
二
（
そ
の
３
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（その３） 

点 検 項 目 

点  検  結  果 

状 況 及 び 措 置 内 容             

判 定 不 備 内 容 

 
 

届 
 
 

出 

統括防災管理者選任 

（ 解 任 ） 

□ 適 

  

□ 否 

全 体 に つ い て の 

消 防 計 画 

作 成 （ 変 更 ） 

□ 適 

  

□ 否 

 

点 検 項 目 
点  検  結  果 

状 況 及 び 措 置 内 容             
判 定 不 備 内 容 

避 難 上 必 要 な 施 設 

及 び 防 火 戸 の 管 理 

□  適 

  

□  否 

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入すると

ともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。 

   ３ 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。 

   ４ 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。 

 



（
消
防
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
の
十
四
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
基
準
に
係
る

事
項
等
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
四
条

消
防
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
の
十
四
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
基
準
に

係
る
事
項
等
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
中
「
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
事
項
の
作
成
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
事
項
」
を
「
規
則
第
五
十
一
条
の
十
一

の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
十
一
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
の
二
第
一
項
」
に
改

め
る
。附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示

新
旧
対
照
表

目

次

○

消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
火
対
象
物
の
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
消
防
庁

１

告
示
第
八
号
）
（
第
一
条
関
係
）

○

消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
六
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
火
対
象
物
の
点
検
基
準
に
係
る
事
項
等
を
定
め
る
件
（
平
成

十
四
年
消
防
庁
告
示
第
十
二
号
）
（
第
二
条
関
係
）

４

○

消
防
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
災
管
理
の
点
検
の
結
果
に

つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
九
号
）
（
第
三
条
関
係
）

６

○

消
防
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
の
十
四
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
基
準
に
係
る
事
項
等
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
消

防
庁
告
示
第
二
十
二
号
）
（
第
四
条
関
係
）

９



- 1 -

○

消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
火
対
象
物
の
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
消
防
庁

告
示
第
八
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
記

様
式

第
２

別
記

様
式

第
２

（

）

（

）

（

）

（

）

そ
の

１
略

そ
の

１
略

（

）

（

）

（

）

（

）

そ
の

２
略

そ
の

２
略



- 2 -

（

）

（

）

そ
の

３
そ

の
３



- 3 -

（

）

（

）

（

）

（

）

そ
の

４
略

そ
の

４
略

（

）

（

）

（

）

（

）

そ
の

５
略

そ
の

５
略



- 4 -

○

消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
六
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
火
対
象
物
の
点
検
基
準
に
係
る
事
項
等
を
定
め
る
件
（
平
成

十
四
年
消
防
庁
告
示
第
十
二
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二

そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
に
お
い
て
適

第
二

そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
に
お
い
て
適

切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
項

切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
項

規
則
第
四
条
の
二
の
六
第
一
項
第
三
号
の
事
項
は
、
規
則
第
四
条
第
一
項

規
則
第
四
条
の
二
の
六
第
一
項
第
三
号
の
事
項
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十

及
び
第
四
条
の
二
第
一
項

三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
同
項
の
事
項
の
作
成
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該

の
届
出
と
す
る
。

事
項
の
届
出
と
す
る
。

第
三

消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
設
置
に
係
る
事
項

第
三

消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
設
置
に
係
る
事
項

規
則
第
四
条
の
二
の
六
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
、
消
防
用
設
備
等

規
則
第
四
条
の
二
の
六
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
、
消
防
用
設
備
等

又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
が
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い

又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
が
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

一
～
二
十
一

（
略
）

一
～
二
十
一

（
略
）

二
十
二

前
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

二
十
二

前
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法

第
百
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す

第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す

る
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
設
備
等
設
置
維

る
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
設
備
等
設
置
維

持
計
画
に
従
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

持
計
画
に
従
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十
三
・
二
十
四

（
略
）

二
十
三
・
二
十
四

（
略
）



- 5 -



- 6 -

○

消
防
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
災
管
理
の
点
検
の
結
果
に

つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
九
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
記

様
式

第
２

別
記

様
式

第
２

（

）

（

）

（

）

（

）

そ
の

１
略

そ
の

１
略

（

）

（

）

（

）

（

）

そ
の

２
略

そ
の

２
略



- 7 -

（

）

（

）

そ
の

３
そ

の
３



- 8 -



- 9 -

○

消
防
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
の
十
四
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
基
準
に
係
る
事
項
等
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
消

防
庁
告
示
第
二
十
二
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二

そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物

第
二

そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物

に
お
い
て
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
項

に
お
い
て
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
項

規
則
第
五
十
一
条
の
十
四
第
四
号
の
事
項
は
、
規
則
第
五
十
一
条
の
十
一

規
則
第
五
十
一
条
の
十
四
第
四
号
の
事
項
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年

の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
十
一
の
三
に

法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
の
二
第
一
項

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
事
項
の
作
成
及
び
同
条
第
二
項
の
規

の
届
出
と
す
る
。

定
に
よ
る
当
該
事
項
の
届
出
と
す
る
。
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